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証券コード7898

2026年６月８日

（電子提供措置の開始日2026年６月１日）

株 主 各 位

広島県廿日市市木材港南１番１号

代表取締役社長 中 本 祐 昌

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措

置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト

に「第74回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.woodone.co.jp/company/ir/shareholder/soukai/shousyu/

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の

ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情

報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「ウッドワン」又は証券「コー

ド」に「7898」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」の順に

選択して、ご確認いただけます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、

お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご

表示いただき、2026年６月25日（木曜日）午後５時15分までに到着するようご送付く

ださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時［受付開始午前９時15分］

2. 場 所 広島県廿日市市木材港南１番１号

株式会社ウッドワン 本社５階会議室
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3. 目的事項

報告事項 1. 第74期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

2. 第74期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容

報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役７名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約

権を発行する件

第６号議案 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（第九回買収防衛策）

の導入及び第九回買収防衛策の対抗措置としての新株予約権の無償

割当ての決定権限を取締役会に委任する件

第７号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を

されたものとして取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正

内容を掲載させていただきます。

◎本株主総会でのお土産の配布はございません。

株主総会資料の電子提供制度が導入されておりますが、本総会におきましては、書面交付請求

の有無にかかわらず皆様に従来どおり書面でお送りしておりますので、ご了承くださいますよ

うお願いいたします。次回以降につきましては、適切な方法で株主の皆様にご案内いたしま

す。
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事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の通商政策に伴う関税の影響が懸
念されるなか、高水準のインバウンド需要や堅調な企業収益を背景とした設備投
資に支えられ、緩やかな回復基調で推移しました。雇用・所得環境の改善を背景
に、個人消費にも持ち直しの動きが見られましたが、物価上昇の継続が家計に与
える影響や実質賃金の動向については、引き続き注視を要する状況にあります。
海外経済においては、中国景気の先行き不透明感に加え、緊迫化する中東情勢が
エネルギー価格や物流へ及ぼす影響など、依然として予断を許さない状況が続い
ています。

住宅業界においては、2025年４月に施行された改正建築基準法への対応や、長
引く住宅価格の高騰に伴うマインドの低下により、当社グループの主力市場であ
る国内の持家および分譲戸建住宅を合わせた着工戸数は、前年を大きく下回る水
準で推移するなど、厳しい経営環境となりました。

このような事業環境の中、当社グループは山林経営から木材加工までの一貫生
産体制と循環型林業による環境貢献を軸とした、独自の価値提供に注力しました。
主力の国内新築市場においては、高品質な製品の安定供給体制を維持するととも
に、無垢商品や収納商品、省施工商品といった高付加価値商品を核とした提案営
業を強化し、顧客ニーズへの的確な対応に努めました。また、事業ポートフォリ
オの多角化（脱「新築戸建依存」）を加速させ、国内のリフォーム・非住宅市場に
おいて、設計の自由度と空間価値を高める多様な商品ラインナップを提案しまし
た。海外市場においては、インドネシア子会社による欧米・豪州市場や同国内等
のさらなる開拓を推進しました。

サステナビリティおよび人的資本経営への取り組みとしては、2025年６月、物
流効率化と環境負荷低減の両立を目指し、社名ロゴ入りの31フィート鉄道輸送専
用コンテナを導入し、広島・埼玉間での運行を開始しました。これは「ホワイト
物流」推進運動への賛同に基づくモーダルシフトの具現化であり、ドライバーの
労働環境改善とCO2排出量削減に寄与するものです。また、同９月、次世代育成支
援として「はつかいち子育て応援宣言企業」の認定を取得し、育児休業の取得促
進や、職場体験の受け入れを積極的に実施しました。さらに、2026年３月、「健康
経営」を経営戦略として導入することを決定しました。従業員の心身の健康維
持・増進を重要な経営資源と捉え、組織の活性化と労働生産性の向上を図ること
で、中長期的な企業価値向上と「健康経営優良法人」の認定取得を目指してまい
ります。
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国内販売については、「木と人で拓く、新たな価値！」をテーマに、お客様にと
って付加価値のある商品の拡販に取り組み、取引店数のさらなる拡大を進めてい
ます。また、度重なる資材調達コストの上昇に対応して、生産性向上によるコス
トダウンやサプライチェーンの強化に加え、適正な収益確保を行うべく床材・造
作材等の販売価格の改定に継続的に取り組んでいます。

リフォーム市場向けでは、2025年９月、東京ビッグサイトで開催された日本最
大のプロ向けリフォーム展示会「リフォーム産業フェア2025」に出展し、無垢の
木のキッチン「スイージー」や無垢の木の内窓「MOKUサッシ」等を新規顧客に提
案しました。

非住宅市場向けでは、2025年９月、当社初となる木造４階建て宿泊施設の現場
構造見学会を開催。全国各地からご来場頂いた施工業者にLVL材や「JWOOD工法」
の特長、構造設計のポイント等を説明・提案しました。また、2026年２月、日本
最大級の「サービス産業」「フードビジネス」の展示会「HCJ 2026 第54回 国際
ホテル・レストラン・ショー」に出展。本展示会では、ホテルやレストランをは
じめとする非住宅・商環境分野への提案力強化を目的とし、当社の主力製品であ
る「フレームキッチン」のほか、無垢材の質感を活かした床材「コンビット®ソリ
ッドJ」や「デザインウォール不燃パネル」などを展示、今後の展開を見据えた参
考出品として、不燃突板クロス「Kiori」も展示しました。宿泊施設や商業施設に
向け、当社の強みである「木のぬくもりを活かした空間デザイン」を積極的にア
ピールすることで、新たな法人顧客との商談創出およびブランド認知の向上を図
っています。

海外部門については、ニュージーランド子会社では、当社グループ向けの生産
数量を確保した上で、原木や木質素材などをニュージーランド国内市場や海外市
場へ販売しました。また、インドネシア子会社では、欧米市場やインドネシア国
内市場の販路開拓を続け、拡販を進めました。

こうした状況の中、国内市場における需要低下に伴う販売・生産数量の減少や
円安・インフレの進行によるコスト高が継続する厳しい環境下において、日本国
内での販売価格の適正化や労働生産性の向上による経費削減に注力するとともに、
好調なインドネシア子会社による収益貢献に努めてまいりましたが、これら諸施
策による収益改善効果が市場環境の悪化による影響を補うには至りませんでした。

この結果、当連結会計年度の連結売上高は、66,000百万円（前年同期比1.3％
増）、営業利益は1,230百万円（同6.1％減）、経常利益は1,792百万円（同233.7％
増）となった一方で、親会社株主に帰属する当期純損失は1,456百万円（前年同期
は親会社株主に帰属する当期純利益1,777百万円)となりました。なお、経常利益
には、為替相場の変動による為替差益として439百万円のほか、ニュージーランド
子会社の排出権収入として689百万円計上しました。また、特別利益には、同子会
社で2024年11月に発生した火災による保険金等を受取保険金として777百万円計上
しました。さらに、特別損失には、同子会社の収益性低下を踏まえ当該事業に係
る固定資産の減損処理等を事業再編損として2,956百万円計上しました。
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①住宅建材設備事業
住宅建材設備事業では、2025年４月、国内グループ子会社フォレストワンが製

材・乾燥した国産材桧を基材に用いた無垢フローリング「コンビット®ソリッドJ」
を発売。同11月には、同商品と国産材突板フローリング「コンビットグラード®J」
の２商品が、一般社団法人日本ウッドデザイン協会主催の「ウッドデザイン賞
2025」において、それぞれソーシャルデザイン部門とライフスタイルデザイン部
門で受賞しました。また、同９月、多くのユーザーから支持されるリンナイ株式
会社様のガス衣類乾燥機「乾太くん」推奨の衣類乾燥機専用台「ランドリーノ」
を発売。システム収納「エラボ」や「仕上げてる棚板」などと組み合わせた、ラ
ンドリールームや脱衣室の収納がますます充実しました。さらに、同11月、無垢
材「ピノアース」のあたたかみのあるウォームベージュ色をベースに、町田ひろ
子アカデミーのコーディネート術がザ・コンランショップの家具を用いてつくり
出す新しい特別な空間展示「WOOD＆LIFE Style Fair 2025」を期間限定で開催し
ました。

海外部門については、ニュージーランド子会社では、ニュージーランド国内市
場や海外市場に向けた原木や木質素材の外販数量が増加し、売上高は前年を上回
る水準となりました。

また、インドネシア子会社では、欧米市場への輸出、およびインドネシア国内
向けの販売が引き続き大きく増加し、前年同期に比べ売上高、利益ともに好調に
推移しました。

この結果、当連結会計年度における住宅建材設備事業の売上高は64,992百万円
（前年同期比1.3％増）、営業利益は1,024百万円（同18.2％減）となりました。

②発電事業
発電事業では、本社敷地内に設置している木質バイオマス発電設備で発電した

再エネ電気を、電気事業者にFIT固定価格で全量売電しています。バイオマス燃料
の需要が増え続ける中、依然、燃料代は高止まりしましたが、製造経費が大きく
減少しました。

この結果、当連結会計年度における発電事業の売上高は1,054百万円（前年同期
比0.1％減）、営業利益は206百万円（同248.7％増）となりました。

事業セグメント別売上高

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％

住 宅 建 材 設 備 事 業 64,141 98.4 64,992 98.4

発 電 事 業 1,055 1.6 1,054 1.6

合 計 65,197 100.0 66,047 100.0

(注) 1. 前連結会計年度の住宅建材設備事業の売上高には、発電事業への売上高39
百万円が含まれております。

2. 当連結会計年度の住宅建材設備事業の売上高には、発電事業への売上高47
百万円が含まれております。
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(2) 対処すべき課題

世界経済は、主要国においてインフレ圧力の緩和が見られる一方、米国トラン
プ政権による追加関税措置や貿易保護主義的な政策運営の影響により、グローバ
ルなサプライチェーンの再構築が急務となるなど、不透明な状況が続くものと予
想されます。また、緊迫化する地政学リスクに伴うエネルギー価格の変動や、不
安定な為替相場の推移など、引き続き予断を許さない状況にあります。

国内の住宅業界では、人口減少に伴う新設住宅着工戸数の長期的な減少傾向に
加え、2025年４月に施行された改正建築基準法により、建築確認申請の厳格化や
事務負担が増加し、戸建住宅の着工を一時的に抑制する要因となりました。しか
しながら、省エネ基準の適合義務化や構造計算の厳格化が定着したことで、住宅
の高性能化・高耐久化への要請は一段と高まっており、これらに的確に応える高
品質な木質資源へのニーズは強まっております。また、既存住宅の資産価値向上
を目指したリフォーム・リノベーション需要は、引き続き堅調であり、市場の軸
足は、「新築」から「ストック活用」へと確実にシフトしております。

このような事業環境のもと、当社グループがこれからの時代を生き抜き成長す
るためには、既存市場における存在感を維持しつつ、国内外の新しい市場を自ら
が積極的に開拓すること、ならびに「脱炭素社会の実現」に向けた事業展開を強
力に推進することが最優先の経営課題と認識しております。

この経営課題への対応として、当社グループは、ニュージーランド産のラジア
ータパインや国産材を活用した無垢内装材・収納商品のブランド力と機能性を兼
ね備える本物志向の製品群を強化いたします。特に省エネ・構造規制の強化を背
景に、優れた強度を持つ構造材や、職人不足に対応した省施工商品の提案を加速
させ、リフォーム市場および非住宅市場でのシェア拡大に注力してまいります。

海外においては、ニュージーランド子会社では、当社グループ向けの生産数量
を確保した上で、安定した資源供給能力を背景に、同国内およびオセアニア市場
への外販を強化いたします。また、インドネシア子会社においては、増強したド
ア生産体制のフル活用により、欧米・インドネシア国内市場でのさらなる販路拡
大を推進することで、特定の国や地域経済に左右されない経営基盤を構築してま
いります。これらの事業展開と並行して、ニュージーランド子会社における持続
可能な資源循環型の森林経営を基盤に、ニュージーランド子会社の全森林・全工
場、香港子会社、フィリピン子会社工場、インドネシア子会社工場および国内の
木質建材工場における森林認証の維持、バイオマス発電による再生可能エネルギ
ー利用を推進し、カーボンニュートラルの実現に寄与してまいります。当社グル
ープの事業活動そのものを、環境価値を創出し、社会的責任を果たすモデルとな
るよう成長させていく方針です。

このほか、原材料や物流コストの高騰に対し、適切な価格転嫁とDXによる構造
的なコスト競争力の強化を両立させます。またAIやIoT等によるデータ利活用を通
じた製造工程の高度化、営業・間接部門における業務プロセス改革を推進し、顧
客サービスレベルの向上と強固な経営体質の構築を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜ります
ようお願い申しあげます。
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(3) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、6,056百万円であり、その主なもの

は次のとおりであります。

Juken New Zealand Ltd. 機械設備及び山林

(4) 資金調達の状況

上記設備投資の所要資金は、自己資金のほか、金融機関からの借入金をもって

充当いたしました。

(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

項 目
第 71 期

(2023年３月期)
第 72 期

(2024年３月期)
第 73 期

(2025年３月期)

第 74 期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売 上 高 65,829 64,779 65,157 66,000

経常利益又は経常損失(△) 668 △1,286 537 1,792
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)

365 △2,315 1,777 △1,456

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

39.17円 △248.71円 190.97円 △156.50円

総 資 産 97,018 101,754 102,106 104,251

純 資 産 44,404 44,717 45,614 45,294

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数に基づき
算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

項 目
第71期

(2023年３月期)
第72期

(2024年３月期)
第73期

(2025年３月期)
第74期(当期)
(2026年３月期)

売 上 高 50,100 48,195 48,563 46,783

経 常 利 益 1,305 1,568 1,595 2,507

当 期 純 利 益 1,079 1,042 1,083 1,932

1株当たり当期純利益 115.72円 111.98円 116.43円 207.59円

総 資 産 68,709 70,889 70,783 71,443

純 資 産 36,858 38,515 39,234 40,912

(注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社には該当する親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

株式会社ウッドジョイ
百万円
10

％
100

エクステリアの販売及び施
工、内装建材の補修並びに
不動産業

Juken New Zealand Ltd.
百万ニュージーランドドル

251
％

(93.7)
山林経営及び木製品の製造

Juken Sangyo（Phils.）Corp.
百万円

1,488
％

( 100)
木製品の製造

沃達王國際有限公司
百万香港ドル

637
％

100
海外子会社の統括、海外で
の資材調達及び販売

株式会社フォレストワン
百万円
100

％
100

国内産の原木の製材及び販
売

PT.Woodone Integra Indonesia
百万米ドル

10
％

( 75)
木質内装建材の製造及び販
売

株式会社ベルキッチン
百万円
10

％
100

住宅設備機器の製造及び販
売

(注) 1. 議決権比率欄の（ ）内は当社による間接所有の割合であります。

2. 上海倍楽厨業有限公司は、2025年12月29日に清算結了しております。

③ 企業結合の経過及び成果

当社の連結子会社は、前掲の７社を含めて８社であり、当社グループにおけ

る当期の売上高は、66,000百万円（前年同期比1.3％増）、経常利益は、1,792百

万円（前年同期比233.7％増）、また親会社株主に帰属する当期純損失は、1,456

百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益1,777百万円）でありま

す。

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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(7) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

事業 事業内容

住宅建材設備事業
床材・造作材などの総合木質建材、厨房機器などの住宅設
備機器の製造及び販売、植林を含む山林経営

発 電 事 業
間伐材等由来の木質バイオマス・一般木質バイオマス・建
設資材廃棄物などの燃料を用いたバイオマス発電及び売電

(8) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

① 当社

本 社 広島県廿日市市木材港南１番１号

支 店 東京支店（東京都文京区）、大阪支店（大阪府豊中市）
名古屋支店（愛知県小牧市）、福岡支店（福岡県大野城市）

営 業 所 全国36営業所

生 産 拠 点 本社工場（広島県廿日市市）
豊橋工場（愛知県豊橋市）
蒲郡工場（愛知県蒲郡市）

物 流 拠 点 本社（広島県廿日市市）
東海（愛知県豊橋市）
関東（茨城県坂東市）

② 重要な子会社

国
内

株式会社ウッドジョイ 広 島 県 廿 日 市 市

株式会社フォレストワン 広 島 県 廿 日 市 市

株式会社ベルキッチン 岐 阜 県 瑞 浪 市

海
外

Juken New Zealand Ltd. ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

Juken Sangyo(Phils.)Corp. フ ィ リ ピ ン 共 和 国

沃達王國際有限公司 中 華 人 民 共 和 国

PT.Woodone Integra Indonesia イ ン ド ネ シ ア 共 和 国
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(9) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

事業区分 従 業 員 数 前期末比増減

住宅建材設備事業 2,161名 5名減

発電事業 12名 ‐名

合計 2,173名 5名減

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

1,175名 4名減 44.1歳 20.3年

(注) 1. 上記従業員数には、パートタイマー117名は含んでおりません。

2. 上記の従業員数のほか子会社への出向者が57名おります。

(10) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

(単位：百万円)

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社広島銀行 3,463

農林中央金庫 3,149

株式会社みずほ銀行 2,146

株式会社商工組合中央金庫 1,758

株式会社山陰合同銀行 1,555
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2. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 39,367,876株

(2) 発行済株式総数 9,308,451株（自己株式533,518株を除く。）

(3) 株主数 3,807名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％

中 本 不 動 産 株 式 会 社 876 9.42

住 建 持 株 会 420 4.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 375 4.04

住 建 東 海 持 株 会 307 3.31

中 本 雅 生 295 3.17

Ｎ Ａ Ｋ Ａ 勇 株 式 会 社 280 3.02

中 本 祐 昌 260 2.80

ウ ッ ド ワ ン 従 業 員 持 株 会 251 2.70

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 251 2.70

株 式 会 社 WOODPRO ホ ー ル デ ィ ン グ ス 211 2.27

(注) 1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数のうち、360千株は株式

会社広島銀行退職給付信託分であります。

2. 持株比率は、自己株式（533,518株）を控除して計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

（2026年３月31日現在）

① 新株予約権の数

2,553個

② 目的となる株式の種類及び数

第16回新株予約権

普通株式 50,400株（新株予約権１個につき200株）

第17回新株予約権から第24回新株予約権

普通株式 230,100株（新株予約権１個につき100株）

③ 当社役員の保有状況

対象者
名 称

（払込金額／行使価額）
行使期間 個数 保有者数

取 締 役
第16回新株予約権
（無償／1,515円）

2019年７月21日～
2026年６月30日

252個 ６名

取 締 役
第17回新株予約権
（無償／1,516円）

2020年７月21日～
2027年６月30日

340個 ６名

取 締 役
第18回新株予約権
（無償／1,041円）

2021年７月23日～
2028年６月30日

202個 ６名

取 締 役
第19回新株予約権
（無償／1,215円）

2022年７月23日～
2029年６月30日

156個 ８名

取 締 役
第20回新株予約権
（無償／1,343円）

2023年７月22日～
2030年６月30日

107個 ８名

取 締 役
第21回新株予約権
（無償／1,232円）

2024年７月23日～
2031年６月30日

218個 ９名

取 締 役
第22回新株予約権
（無償／1,217円）

2025年７月25日～
2032年６月30日

435個 ９名

取 締 役
第23回新株予約権
（無償／969円）

2026年７月25日～
2033年６月30日

425個 ９名

取 締 役
第24回新株予約権
（無償／861円）

2027年７月25日～
2034年６月30日

418個 ９名

(注) 社外取締役が保有する新株予約権等はありません。
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(2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況

発行した新株予約権の数 70個

新株予約権の目的となる株式の種類及び
数

普通株式 7,000株

新株予約権の払込金額 無償

新株予約権の行使価額 861円

新株予約権の行使期間 2027年７月25日～2034年６月30日

その他取得条件 （注）１

当社使用人等への交付状況 （注）２

(注) 1. 当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約

もしくは株式移転計画が当社株主総会又は取締役会で承認された場合に

は、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、本新株予約

権全てを無償で取得することができるものとします。

2. 当社使用人７名に対して、新株予約権70個（普通株式7,000株）を交付し

ております。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当する事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

氏 名 地位 担当 重要な兼職の状況

中 本 祐 昌
代表取締役
社 長

戦略統括本部本部長
商品企画開発部長
資 材 部 長

Juken New Zealand Ltd. 代表取締役社長

Juken Sangyo(Phils.)Corp. 代表取締役社長

沃達王國際有限公司 董 事 長

株式会社フォレストワン 代表取締役社長

川 戸 宏 之 常務取締役 海外経営企画本部長

奥 田 清 人 常務取締役
営業本部本部長
西日本営業部長
営業推進部長

久 保 好 永 取 締 役 構造システム営業部長

向 原 政 昭 取 締 役 総務人事部長

松 本 真 明 取 締 役
製造本部本部長
東海製造部長
株式会社ベルキッチン担当

株式会社ベルキッチン 代表取締役社長

野 口 貴 博 取 締 役 経 理 部 長

伊 永 成 伸 取 締 役 情報システム部長

坪 井 寿 之 取 締 役 Juken New Zealand Ltd.担当

秦 清 取 締 役 弁護士

石 橋 三千男 取 締 役
公認会計士

有限会社ＦＩＳ経営研究所 代表取締役

江 草 善 行 常勤監査役

早 田 三樹夫 監 査 役

三 輪 洋 二 監 査 役
税理士

株式会社ＴＭ総合企画 代表取締役

森 川 和 彦 監 査 役 弁護士
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(注) 1. 取締役 秦 清、石橋三千男の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 三輪洋二、森川和彦の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役 三輪洋二氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、取締役 秦 清、石橋三千男

の両氏、監査役 森川和彦氏を独立役員とする独立役員届出書を提出して
おります。

5. 伊藤慎次郎氏は、2025年６月25日開催の第73回定時株主総会決議により取
締役に新たに選任され、就任いたしましたが、一身上の都合により、辞任
により退任しました。

氏名 辞任時の地位・担当および重要な兼職の状況 辞任年月日

伊藤慎次郎
取締役
営業本部営業推進部長

2025年11月17日

6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行
の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を
図るために執行役員制度を導入しており、７名が選任されております。

7. 事業年度中に以下のとおり取締役の担当の異動がありました。

氏名 新 旧 異動年月日

奥 田 清 人
営 業 本 部 本 部 長
西 日 本 営 業 部 長
営 業 推 進 部 長

営 業 本 部 本 部 長
西 日 本 営 業 部 長

2025年12月２日

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会

社法第425条第１項に定める額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社

の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契

約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用

及び損害賠償金等が補填されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該

被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損

害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
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(4) 取締役及び監査役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定

方針（以下「決定方針」という）を定めており、その概要は次のとおりであり

ます。

（基本方針）

取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十

分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の

決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として

おります。

（決定方針）

取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金、賞与（業績

連動報酬等）並びに新株予約権（非金銭報酬等）により構成します。なお、

監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑みて基本報酬のみを支

払うものとします。

基本報酬は、現金による月例の固定報酬とし、役位や職務内容、対象期間

の期待貢献度及び連結業績、人事担当役員の意見などを考慮して、株主総会

で承認いただいている取締役の報酬年額を上限として決定するものとします。

また、定時株主総会において株主の皆様にご判断をお願いし、ご承認をいた

だけた場合に、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準（役位、

在籍期間、貢献度等）に従い、相当額の範囲内で、取締役退任時に退職慰労

金を支給するものとします。ただし、退職慰労金は、社外取締役には支給し

ません。

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高め

るため、各事業年度の連結の「売上高」、「経常利益」、「純利益」等の業績指

標の目標値を達成した場合に、達成の度合い及び各取締役の担当業務の業績

を踏まえた評価配分に応じて、定時株主総会終了後に開催される取締役会の

承認後、現金による賞与を支給するものとします。ただし、賞与は、社外取

締役には支給しません。なお、目標となる業績指標は、単年度経営計画策定

時に設定します。賞与の総額は、株主総会においてご承認いただいている取

締役の報酬年額から、基本報酬の総額を差し引いた額を上限とします。

非金銭報酬等は、取締役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、

長期的な業績向上を図ることを目的とし、取締役に対して新株予約権を付与

するものとします。ただし、新株予約権は、社外取締役には付与しません。

新株予約権は、株主総会でご承認いただいている新株予約権に関する報酬等

の額を上限として毎年の定時株主総会において株主の皆様にご判断をお願い

し、ご承認をいただけた場合、原則として毎年７月に発行するものとします。

取締役個人別の割当て個数は、役割に応じて定める配分比率に基づき、人事

担当役員が素案を作成し、取締役会が決定するものとします。
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業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模

や関連する業種、業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、

中長期的な企業成長及び企業価値の持続的な向上を図る健全なインセンティ

ブとして機能するよう決定するものとします。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第54回定時株主総会におい

て年額３億円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は

含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち社外取締役

０名）です。

また、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬の額は、

当該金銭報酬とは別枠で、2006年６月29日開催の第54回定時株主総会において

年額５億円以内と決議されております。当該定時総会終結時点の取締役の員数

は９名（うち社外取締役０名）です。

また、2025年６月25日開催の第73回定時株主総会において、株主総会決議の

委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限を500個

とすること、新株予約権の払込金額は無償とすること、新株予約権１個当たり

の目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株とすること、新株予約権の

行使に際して出資される財産の価額は、当該時点における目的株式数１株当た

りの払込価額（以下「行使価額」という）に目的株式数を乗じた金額とするこ

と、行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成

立していない日を除く）における東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる）とす

るが、当該金額が新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引の終値（取引

が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は当該終値とすること等が

決議されております。当該定時総会終結時点の取締役の員数は12名（うち社外

取締役２名）です。

監査役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第54回定時株主総会におい

て年額４千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査

役の員数は５名です。
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③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中本祐昌が

取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績

を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体

の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最

も適していると判断したためです。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代

表取締役社長に対し、人事担当役員の意見を聴取することを委任の条件とし、

その意見を考慮するよう求めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬

額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであ

ると判断しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の人数
（人）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

163
（6）

154
(6)

-
(-)

9
(-)

12
(2)

監査役
（うち社外監査役）

18
（7）

18
(7)

-
(-)

-
(-)

4
(2)

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお

りません。

2. 上記基本報酬には、当事業年度に計上した取締役（社外取締役を除く）に

対する役員退職慰労引当金繰入額20百万円が含まれております。

3. 上記非金銭報酬等は、取締役に付与したストックオプションとしての新株

予約権であります。
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(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

取締役 石橋三千男氏は、有限会社ＦＩＳ経営研究所の代表取締役を、監査

役 三輪洋二氏は、株式会社ＴＭ総合企画の代表取締役を兼務しております。

当社と有限会社ＦＩＳ経営研究所及び株式会社ＴＭ総合企画との間には特別の

関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役 秦 清 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに
出席し、主に弁護士としての専門的見地から、
議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま
す。

取締役 石 橋 三千男 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに
出席し、主に税理士・公認会計士としての専門
的な見地から、議案審議等に必要な発言を適宜
行っております。

監査役 三 輪 洋 二 当事業年度に開催された取締役会17回の全て
に、また監査役会13回の全てに出席し、主に税
理士として培ってきた豊富な経験・知見から議
案審議等に必要な発言を適宜行っております。

監査役 森 川 和 彦 当事業年度に開催された取締役会17回の全て
に、また監査役会13回の全てに出席し、主に弁
護士としての専門的見地から、議案審議等に必
要な発言を適宜行っております。

③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 秦 清氏には、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識により、

当社取締役会において客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵

守等に対して有益な助言・提言をいただくことにより、より一層の取締役会の

透明性の向上や監督機能の強化を期待しており、同氏は取締役会において審議

される案件に対して、ガバナンスが効いているか、法令が遵守されているか等

の視点から積極的に発言を行いました。

取締役 石橋三千男氏には、税理士・公認会計士としての専門的な知識や経

験を内部統制機能、監督機能の強化に活かし、また、企業経営者としての経営

や見識に基づき、経営全般に対する有益な助言・提言を行っていただくことを

期待しており、同氏は取締役会において審議される案件に対して、個々に詳細

な説明を求め、積極的に発言を行いました。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

晄和監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である晄和監査法人は、会社法第427条第１項の定めに基づき

責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりです。

晄和監査法人は、本契約の履行に伴い生じた損害について、晄和監査法人に悪

意又は重大な過失があった場合を除き、40百万円又は晄和監査法人の会計監査人

としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又は受ける

べき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得

た額のいずれか高い額をもって当社に対する損害賠償責任の限度額としておりま

す。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

36百万円

(注) 1. 当社監査役会は、当社の関係部署及び会計監査人からの関係書類の入

手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度に

おける職務執行状況、監査見積りの算出根拠及び当社と同業種との比

較結果などを検討し、審議した結果、これらについて適切であると判

断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同

意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金

融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんの

で、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含んで

おります。

3. 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監

査法人の監査を受けております。

(4) 非監査業務の内容

該当する事実はありません。
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(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性が

あると判断した場合は、株主総会へ提出する会計監査人の解任又は不再任に関す

る議案の内容を決定いたします。

また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号所定の解任事由

に該当すると判断された場合、又は、監査業務停止処分を受ける場合等の当社の

監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、会計監査人を解任する方

針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主

総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
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6. 会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務

の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を

確保するために必要な体制の整備に関する基本方針を決議しております。

なお、本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行

っており、現在の決議内容は次のとおりです。

１）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び「文書保存規程」等の当社社内規程に従い、取締役及び使用人

の職務の執行に係る情報を文書に記録し、適切に保存・管理を行うものと

します。

２）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 全体のリスク管理を推進するため、「リスク管理規程」を定めるものと

します。

② 前項の「リスク管理規程」に従い、リスク管理担当の役員を置くもの

とします。担当の役員は当社の総務担当取締役がこれに当たり、総務

人事部が中心となり全社的なリスク管理体制の構築、運営、リスク管

理に関する内部監査の実施等を行うものとします。

③ 各社においては、定期的に顕在的リスク及び潜在的リスクの検証を行

い、リスク現実化の未然防止策及びリスク現実化の際の対応策等を策

定するものとします。

④ リスク管理については、「リスク管理規程」及び「地震等大規模災害対

策マニュアル」等のほか、「与信稟議規程」、「稟議規程」、「コンピュー

ター等通信機器の利用とセキュリティーのガイドライン」等の規程、

マニュアル類等を定めるものとし、今後必要に応じて見直しを行うも

のとします。

３）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

① 重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、

原則月１回の定例の取締役会を開催するものとします。また、経営効

率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行が効率的かつ機動的に

行われるために、社長を長とし関係取締役及び関係部署の幹部をメン

バーとする経営統括会議を原則毎週開催するとともに、グループ会社

間でのテレビ会議を原則月１回開催するものとします。
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② 毎事業年度の経営計画については、全社計画を各社で策定し、具体策

を立案及び実行するものとします。

③ 「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき、取締役、

執行役員等の役員と使用人との役割分担及び指揮命令関係並びに部署

毎の職務の分掌等を明確化することにより、職務の執行の効率化を図

るものとします。

４）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

① 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人全員は、その職務を執

行する際の基本姿勢、理念、行動規範等についての基本的な考え方と

して、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、当社及び当社グル

ープ会社の取締役及び使用人全員に対し遵守すべき行動規範等を周

知・徹底させ、高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努める

ものとします。

② 取締役の職務の執行については、「取締役会規程」に従い、取締役会を

適切に運営し、原則月１回開催する取締役会等の会議において、取締

役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督することによ

り、法令又は定款違反を未然に防止するものとします。

③ コンプライアンスの徹底を図るため、「コンプライアンス基本規程」を

定め、コンプライアンス担当の役員を置くものとします。担当の役員

は総務担当取締役がこれに当たり、総務人事部が中心となり当社の全

社的なコンプライアンス体制の構築、運営等を統括するものとします。

④ 「職務権限規程」、「稟議規程」等の責任、権限及び意思決定に関するル

ールに基づき、取締役及び使用人の職務執行が適法かつ適正に行われ

る体制を運営するものとします。

⑤ 「個人情報保護規程」、「コンピューター等通信機器の利用とセキュリテ

ィーのガイドライン」、「インサイダー取引管理規程」等に基づき、情

報管理及び情報開示が適切に行われる体制を運営するものとします。

⑥ 「内部通報規程」を定め内部通報制度に基づく体制を整備・運営し、社

内に周知するとともに、コンプライアンスを統括する部署が取締役及

び使用人等からの通報及び相談を受け付けるものとします。

⑦ 財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みを強化

するものとします。

⑧ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは関わりを持たず、

不当な要求は一切拒絶し、毅然とした態度を貫くものとします。
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５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

① 当社は、グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、当社グ

ループに「コンプライアンス基本規程」の遵守等適切な法令及び定款

の遵守体制を構築及び運営させるものとします。

② 当社は、当社グループ会社各社の経営について、各社の自主性を尊重

しつつも、各社から事業内容の定期的な報告を受け、各社の重要案件

については事前に協議を行い、当社又は当社グループに重大な影響を

及ぼす事項については、当社取締役会又は経営統括会議の事前承認を

必要とするものとします。

③ 監査役は、当社グループの連結経営に対応した当社グループ全体の監

視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、当社グループ各社のコンプ

ライアンス推進責任者との緊密な連携等的確な体制を構築するものと

します。

６）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお

ける当該使用人に関する事項

監査役が補助使用人の設置を求めた場合には、人事担当取締役は、補助

使用人の人数及び地位等について、監査役の意見を最大限尊重して、当社

使用人の中から監査役の補助使用人を任命するものとし、その任命された

使用人がこれに当たります。

７）当社の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会を補助すべき使用人の任命、人事異動及び懲戒処分については、

監査役会の同意を必要とします。

８）当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の補助使用人に対する指揮命令権限は、監査役に帰属するものと

します。

９）当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人

が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制

以下に掲げる事項を速やかに当社の監査役に報告するものとします。な

お、報告を受けた監査役は、直ちに監査役会に当該事項を報告するものと

します。

① 当社又は当社グループにおける法令若しくは定款に違反する行為又は

不正の行為

② 当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実

③ 当社又は当社グループの信用を著しく失墜させる事態

④ 担当部署が行った内部監査の結果
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⑤ 内部通報制度に基づく通報状況及び内容

⑥ 上記①から⑤までのほか、監査役が報告を求める事項

10）監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないよう、当該

報告者を保護します。また、報告を行ったことを理由として、当該報告者

が不利な取扱いを受けていることが判明した場合は、直ちに適切な措置を

講じるものとします。

11）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求

をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該監査役の職務の執行に

必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する

ものとします。

12）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、取締役会、経営審議会等の会議に出席し、また関係部署の

調査を行い、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じその

内容につき取締役及び使用人に説明を求めることができるものとしま

す。

② 監査役は、コンプライアンス担当役員及びリスク管理担当役員と緊密

な連絡を取りコンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況報告を

受けるものとします。監査役は、かかる報告を受け、コンプライアン

ス体制及びリスク管理体制の改善等を求めることができるものとしま

す。

③ 前項のほか、監査役は、業務執行取締役及び重要な使用人に対して、

個別に事業報告を求めることとします。

④ 監査役は、会計監査人との間でその監査計画について事前に協議を行

うものとし、また、会計監査の結果について報告を受けるとともに情

報の交換等を行うなど連携を深めるものとします。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しております

が、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

① 重要な業務執行の決定・取締役職務執行状況の監督を行うため取締役会

を17回開催いたしました。また、職務の執行を効率的かつ機動的に行う

ため、経営統括会議を44回開催するとともに、グループ会社間でのテレ

ビ会議を10回開催しました。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行い、取締

役、内部監査室、会計監査人と意見交換を実施し、情報交換を行うなど

連携を図っております。なお、監査役会にはオブザーバーとして社外取

締役が参加するなど、社外役員間の連携も図っております。

③ 内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門及び子会社の業務

監査等を実施いたしました。

④ 社用印章の厳格な取扱い（保管・押印手続き等）の徹底に努めました。

⑤ 各部門、各子会社が行うこととしている所管取締役への最低月１回の業

務報告等について、その定着に努めました。

⑥ コンプライアンス経営を徹底するため、内部通報制度の適正な運用に努

めました。

⑦ 取締役、監査役、執行役員その他使用人のコンプライアンスに対する知

識向上のため、毎月１回のメールマガジン配信等を継続実施いたしまし

た。

⑧ 情報管理に関する意識向上のため、全社員を対象として、定期的に情報

発信（ITセキュリティ掲示板）を継続実施しました。また、「生成AI等利

用規程」を制定し、生成AIの適正な利用と適切な情報管理等を促しまし

た。

⑨ コンプライアンス・セキュリティーなどに関する対応状況の把握、改善

を行うため、年１回のコンプライアンスチェックを継続実施いたしまし

た。
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(3) 株式会社の支配に関する基本方針

１）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

の内容

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が

認められており、当社は、特定の者による大規模な買付けに応じるか否かの

判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきと考えます。

しかしながら、昨今の上場株式の大規模な買付けの中には、株式を買い集

め、濫用的な会社運営を行い、多数派株主として自己の利益を追求すること

のみを目的とする者、又は株主の皆様に株式の売却を事実上強要し、若しく

は、株主の皆様を真の企業価値を反映しない廉価で株式を売却せざるを得な

い状況におくような態様による者等の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を著しく損なう株式の大規模な買付けも見受けられます。

当社の経営に関しましては、当社グループが永年に亘り築き上げた林業・

総合木質建材製造及び住宅設備機器製造の経験、知識及び情報についての適

切な理解及び顧客、取引先や地域社会からの信頼が不可欠であり、かかる理

解や利害関係者からの信頼なくしては、当社の企業価値の正確な把握及び今

後の企業価値向上のための施策の策定並びにその成果の予測等は困難である

と考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、その

ような当社の企業価値の源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を

十分に理解したうえで、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

中長期的に確保し、又は向上させることを真摯に目指す者でなければならな

いと当社は考えております。従いまして、当社の企業価値の源泉及び当社を

支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解せずに、上記のような当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株式

の大規模な買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として不適切であると考えます。

２）当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現

に資する特別な取組み

当社は、上記１）の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針の実現に資する取組みとして、以下の各取組みを実施し

ております。

①中期経営計画等

当社は、子会社とともに、「業界一流のメーカーとして、本業を極め、本

業に徹し、一流の商品をお客様にご提供することを通じて、社会の発展に

貢献する」を経営理念として、林業並びに建材の加工・製造、住宅設備機
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器の加工・製造及び建築部材の設計・生産を行う総合建材製造業に従事し、

顧客ニーズに沿った商品開発に注力するとともに、自然環境の保護と社会

の発展に貢献すべく企業活動を展開しております。

近年、環境問題に対する意識が高まるにつれて、木の伐採に対する否定

的な意見が多くなっており、確かに、二酸化炭素を吸収する森林の減少は

大きな問題であります。しかしながら、正しい林業とは、森林を減少させ

るものではなく、定期的な植林・間伐・伐採を繰り返す「輪伐施業」によ

って森林を若々しく保つ行為であります。当社グループはこうした理念の

下、常に正しい林業のあり方を実践してまいりました。まさに、林業とは

エコロジー産業であるという自負とともに、当社は企業活動を続けてきた

ものといえます。

また、当社は、伐った木を無駄なく使いたいという思いから、建材の加

工・製造や建築部材の設計・生産を行う総合木質建材製造業としても事業

を発展させてまいりました。ここでも、地域共生や高齢化社会、シックハ

ウス症候群というさまざまな社会的課題に直面しましたが、常に積極的な

姿勢で問題解決に取組み、時代に先駆けた解決策を提示してまいりました。

そして、当社は、これからの厳しい競争時代に着実に業績を伸展させる

べく、中長期的経営戦略として、(Ⅰ)森林資源を保全する法正林施業（植

林、育林、間伐、伐採）を採用したニュージーランドの育林事業により安

定した品質と量の原材料確保を図り、(Ⅱ)貴重な資源をさらに活かすため、

高度な木材加工技術のさらなる向上を図り、(Ⅲ)木が持つ潜在能力を梃子

（てこ）に、新成長市場であるアジア市場や国内のリフォーム・非住宅・商

環境市場などで、“勝てる市場×勝てる仕掛け”を創造し、（Ⅳ）変化する

市場の本質を見極め、魅力ある商品・サービスを提案し、新たなファンを

創造し、（Ⅴ）新たな戦略を全社で迅速に推進するため、国内外の製造ネッ

トワークをさらに整備し、効率的な運営とコスト低減を図るとともに、社

内の仕組みを再構築し、（Ⅵ）認証材を活用した国内外のニーズに応えてま

いります。

②コーポレート・ガバナンスの状況

(ア)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社の経営理念を実践していくため、経営に対する考え方、仕事への

取組み姿勢、判断の基準等をまとめ経営トップを含めた全従業員の日々

の規範とし、高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、

今後さらにこの規範等の充実、整備を進めていく方針であります。
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(イ)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

a.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他

のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社は、監査役制度を採用しております。４名の監査役（そのうち

社外監査役２名）により、取締役及び執行役員について、厳正な監視

を行っております。

また、当社取締役会は、2026年３月末現在11名（そのうち社外取締

役２名）の取締役で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職

務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を

開催しております。また、経営効率を向上させ、職務の執行を効率的

かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバ

ーとする経営統括会議を原則毎週開催しております。

毎事業年度の経営計画については、全社計画を策定し、各部署にお

いて具体策を立案及び実行しております。また、業務執行の強化及び

経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

内部統制については、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適

正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を

図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する

各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進して

おります。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部

統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制

面の充実を図っております。

当社は、晄和監査法人と監査契約を締結しており、定期的な監査の

ほか、会計上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正性の

確保に努めております。また、顧問契約に基づく顧問弁護士より法律

問題全般について必要に応じて助言と指導を受けております。

なお、当社と当社の社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引

関係その他の利害関係はありません。

b.リスク管理体制整備の状況

当社の全体のリスク管理を推進するため、リスク管理担当の役員を

置いております。担当役員は総務担当取締役がこれに当たり、総務人

事部が中心となり全社的なリスク管理体制の構築、運営、リスク管理

に関する内部監査の実施等を行っております。各部門においては、顕

在的リスク及び潜在的リスクの検証を行い、リスク現実化の未然防止

策及びリスク現実化の際の対応策等を策定しております。
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３）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み

2023年５月25日開催の当社取締役会において、上記１）に記載した基本方

針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組みとして、2023年６月27日開催の定時株主総

会において承認を得ることを条件として、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として、第八回事前警

告型買収防衛策（以下「本プラン」といいます。）を導入することを決議いた

しました。そして同定時株主総会において本プランの導入についてご承認を

得て、本プランは導入されております。なお、本プランにおける対抗措置は、

新株予約権の無償割当てであります。

本プランの概要は以下のとおりですが、本プランの詳細につきましては、

当社ウェブサイトに掲載しているとおりです。

（https://www.woodone.co.jp/company/wp-content/uploads/sites/

8/2023/05/20230525_baishuboueisaku.pdf）

①本プランの仕組み

(ア)本プランの概要

本プランは、当社に対する買収等（下記(イ)a.で定義されます。以下
同じです。）が行われる場合に、当社取締役会が、買収等を行おうとする
者又は買収等の提案を行う者（併せて、以下「買収提案者等」といいま
す。）に対して、買収提案者等及び買収等に関する情報の提供を求め、特
別委員会（下記(オ)をご参照ください。）による勧告を最大限尊重して、
当該買収等について評価・検討し、買収提案者等との買収条件に関する
交渉や株主の皆様への代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置
を発動するための手続であります。その具体的な内容は以下のとおりで
す。

(イ)本プランに係る手続

a.本プランの対象となる当社に対する買収等

下記(a)又は(b)の何れかに該当する買付行為（併せて、以下「買収
等」といいます。）が本プランの対象となります。但し、事前に当社取
締役会が同意し、かつ公表したものを除きます。

(a) 当社が発行する株券等（注１）について、保有者（注２）及びそ

の共同保有者（注３）の株券等保有割合（注４）が20％以上とな

る買付け等（注５）

(b) 当社が発行する株券等（注６）について、公開買付け（注７）後

の公開買付者の株券等の株券等所有割合（注８）及びその特別関

係者（注９）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付

け
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(注１) 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される株券等をい
います。以下別段の定めがない限り同じです。

(注２) 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をい
い、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
以下同じです。

(注３) 金融商品取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者
をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を
含みます。以下同じです。

(注４) 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される株券等保有
割合をいいます。以下同じです。

(注５) 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される買付け等を
いいます。

(注６) 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される株券等をい
います。以下本(b)において同じです。

(注７) 金融商品取引法第27条の２第６項に規定される公開買付け
をいいます。以下同じです。

(注８) 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される株券等所有
割合をいいます。以下同じです。

(注９) 金融商品取引法第27条の２第７項に規定される特別関係者
をいいます。以下同じです。

b.買収提案者等に対する情報提供の要求

買収提案者等には、買収等に先立ち、まず①買収提案者等の氏名又

は名称及び住所又は所在地、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内

連絡先、⑤買収等の概要、並びに⑥本プランに定められた手続を遵守

する旨の誓約を日本語で明示した書面（以下「意向表明書」といいま

す。）を提出していただきます。

次に、当社取締役会は、上記①から⑥までの全てが記載された意向
表明書を受領した日から10日以内（初日不算入）に、当該買収提案者
等に対して、買収等に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の
評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」とい
います。）として当社への提出を求める事項について記載した書面（以
下「本必要情報リスト」といいます。）を交付し、当該買収提案者等に
は、当該書面に従い、買収等に関する情報を、当社取締役会が適切と
判断する期限までに当社に日本語で記載した書面で提供していただき
ます。また、買収提案者等が本必要情報リストに記載された項目に係
る情報の一部について提供することができない場合には、当該情報を
提供することができない理由を具体的に示していただきます。

本必要情報リストには原則として以下の事項が含まれますが、本必

要情報の具体的内容は、当社取締役会が、必要に応じてフィナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等の外部専

門家（以下「外部専門家」といいます。）の助言を得たうえで、買収提

案者等の属性、買収等の内容等に照らして合理的に決定します。

2026年05月22日 17時49分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 32 ―

(a) 買収提案者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び

（ファンドの場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳

細（買収提案者等の具体的名称、事業内容、資本構成、財務内容、

当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関

する情報を含みます。）

(b) 買収提案者等が保有する当社の発行する全ての有価証券、過去６

ヶ月間において買収提案者等が行った当社の発行する全ての有価

証券に係る全ての取引状況（取引の性質、価格、取引の場所及び

方法、取引の相手方を含みます。）並びに当社の発行する全ての有

価証券に関して買収提案者等が締結した全ての契約、取決め及び

合意（口頭によるものを含み、またその履行可能性を問いませ

ん。）

(c) 買収等の目的、方法及び内容（買収等の対価の価額・種類、買収

等の時期、関連する取引の仕組み、買収等の方法の適法性、買収

等及び関連する取引の実現可能性、買収等の完了後に当社株券等

が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由等を

含みます。）

(d) 第三者との間の買収等に関する意思連絡（当社に対して金融商品

取引法第27条の26第１項に定義される重要提案行為等を行うこと

に関する意思連絡を含みます。以下同じです。）の有無、並びに意

思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容

(e) 当社株券等の買収等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方

法、算定に用いた数値情報、買収等に係る一連の取引により生じ

ることが予想されるシナジーの内容等）及び買収資金の裏付け

（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達

方法、関連する取引の内容を含みます。）

(f) 買収等の完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、

資本政策及び配当政策

(g) 当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他

の利害関係者と当社及び当社グループとの関係について、買収等

の完了後に予定する変更の有無及びその内容

(h) 買収提案者等以外の当社の他の株主の皆様との間の利害相反を回

避するための具体的方策

(i) 反社会的勢力との関係に関する情報

(j) その他買収等の妥当性、適法性等を当社取締役会及び特別委員会

が評価・検討するために必要であると考えられる情報

買収提案者等から提供された買収等に関する情報が、株主の皆様又

は当社取締役会若しくは特別委員会が当該買収等を評価・検討するた

めの情報として十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、

買収提案者等に対して追加的に情報提供を求めることがあります。
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また、当社取締役会は、本必要情報として十分な情報が買収提案者

等から提供されたと判断する場合には、速やかにその旨の通知（以下

「情報提供完了通知」といいます。）を買収提案者等に行います。当社

取締役会は、当該判断について特別委員会に諮問し、その勧告を最大

限尊重して、情報提供完了通知を行うものとします。

なお、意向表明書の提出があった事実、当社取締役会に提供された

買収等に関する情報その他の買収等に関連する情報のうち、株主の皆

様のご判断のため開示することが妥当であると考えられるもの、及び

当社が情報提供完了通知を行った事実につきましては速やかに情報開

示いたします。

c.当社取締役会による買収等に関する情報の評価・検討等

上記b.に基づき買収提案者等による情報提供が行われた後、当社取

締役会は、これらの情報を評価・検討し、買収提案者等との買収条件

に関する交渉、当該買収等に対する意見形成、代替案の策定等を行い

ます。また、当社取締役会は、本プランに基づく対抗措置の発動の是

非について、特別委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家の助言を

得るものとします。

当社取締役会がこれらの評価・検討等を適切に行うためには一定の

期間が必要でありますので、買収等の内容に応じて、下記(a)又は(b)

による評価期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）を設定しま

す。

(a) 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全株式の

買収等の場合には、情報提供完了通知発送日から最長60日間（初

日不算入）

(b) （a）以外の買収等の場合には、情報提供完了通知発送日から最長

90日間（初日不算入）

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで、取締

役会評価期間終了日までに、当社取締役会としての意見を決定します。

また、当社は、当該決定がなされた場合は、速やかにその旨及び対

抗措置発動の際には法令等により定められている事項のほか、当社取

締役会が適切と認める事項について株主及び投資家の皆様に開示いた

します。

なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不

発動の決定に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合（取締

役会評価期間内に特別委員会が取締役会に対し下記d.に掲げる勧告を

行うに至らない場合等）は、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基

づき、最長30日間取締役会評価期間を延長できるものとします。当社

取締役会が取締役会評価期間を延長する場合は、延長する日数及び延

長の理由を速やかに情報開示いたします。買収提案者等は、取締役会

評価期間中（株主検討期間を設ける場合に取締役会評価期間と下記e.
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に定義する株主検討期間中）は、買収等を開始することができないも

のとします。

d.特別委員会による勧告の手続

特別委員会は、買収提案者等が現れた場合には、以下のとおり当社

取締役会に対する勧告を行うものとします。なお、特別委員会は、当

該勧告を行うに際し、当社の費用で、外部専門家による助言を得るこ

とができるものとします。特別委員会が当社取締役会に対して下記(a)

又は(b)に従った勧告を行った場合その他特別委員会が適切と判断する

場合には、当社は、当該勧告の事実とその概要その他特別委員会が適

切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

(a) 本対抗措置（新株予約権の無償割当てをいいます。以下同じで

す。）の発動を勧告する場合

特別委員会は、買収提案者等が本プランに定められた手続を遵

守しなかった場合、又は、買収提案者等が本プランに定められた

手続を遵守するときでも、買収提案者等による買収等が下記(ウ)

に定める要件の何れかに該当する場合若しくは該当すると客観的

かつ合理的に疑われる場合には、当社取締役会に対して、本対抗

措置を発動することを勧告します。

但し、特別委員会は、一旦本対抗措置の発動を勧告した後も、

以下の何れかの事由に該当すると判断した場合には、本対抗措置

により割当てられた新株予約権の行使期間開始日の前日までの間

は、本対抗措置の発動を中止し、又は新株予約権を無償で取得す

る旨の新たな勧告を含む判断を行い、これを当社取締役会に勧告

することができるものとします。

(ⅰ)当該勧告後に買収提案者等が買収等を撤回した場合その他買

収等が存しなくなった場合

(ⅱ)当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買

収提案者等による買収等が下記(ウ)に定める要件の何れにも

該当しなくなった場合

(b) 本対抗措置の不発動を勧告する場合

特別委員会は、買収提案者等が本プランに定められた手続を遵

守し、かつ買収提案者等による買収等の内容の検討、買収提案者

等との協議・交渉等の結果、買収提案者等による買収等が下記

(ウ)に定める要件の何れにも該当しないと判断する場合には、当

社取締役会に対して、本対抗措置の不発動を勧告します。

但し、特別委員会は、一旦本対抗措置の不発動を勧告した後も、

当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買収提

案者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、又は、

買収提案者等による買収等が下記(ウ)に定める要件の何れかに該

当する場合若しくは該当すると客観的かつ合理的に疑われる場合
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には、本対抗措置の発動の新たな勧告を含む判断を行い、これを

当社取締役会に勧告することができるものとします。

e.取締役会の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、特別委員会の上記d.の勧告を最大限尊重して、本

対抗措置の発動又は不発動等に関する会社法上の機関としての決議を

速やかに行うものとします。

買収提案者等は、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本

対抗措置の発動又は不発動に関する決議を行うまでの間、買収等を開

始することができないものとします。

当社取締役会は、当社取締役会が本対抗措置の発動又は不発動に関

する決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適

切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

また、当社取締役会は、特別委員会が本対抗措置を発動すべきとの

勧告を行い、かつその必要性・相当性について株主の意思を確認する

ことが適切と判断し、発動の決議について株主意思確認総会（注10）

の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を

発動することの可否を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検

討期間」といいます。）として最長60日間の期間を設定し、当該株主検

討期間中に株主意思確認総会を開催することがあります。

当社取締役会において、株主意思確認総会の開催及び基準日の決定

を決議した場合は、取締役会評価期間はその日をもって終了し、直ち

に、株主検討期間へ移行することとします。当該株主総会の開催に際

しては、当社取締役会は、買収提案者等が提供した本必要情報、本必

要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当

社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対

し、適時・適切にその旨を開示します。株主意思確認総会において本

対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、

当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。当該株主意思確認

総会において本対抗措置を発動することを否決する決議がなされた場

合には、当社取締役会は本対抗措置を発動しません。当該株主意思確

認総会の終結の時をもって株主検討期間は終了することとし、当該株

主意思確認総会の結果は、決議後適時・適切に開示します。

(注10) 会社法第295条に規定される決議事項を決議する会社法上の株

主総会に限らず、同条に規定される決議事項以外の事項につい

て勧告的決議を行う場合も含めて、「株主意思確認総会」と記

載しております。

2026年05月22日 17時49分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 36 ―

(ウ)本対抗措置の発動の要件

買収提案者等が本プランに定められた手続を遵守するときでも、当社

は、買収提案者等による買収等が下記の何れかに該当する場合又は該当

すると客観的かつ合理的に疑われる場合には、上記(イ)e.に記載される

当社取締役会の決議により、本対抗措置を発動することを予定しており

ます。なお、上記(イ)d.に記載したとおり、下記の要件に該当するか否

かについては、必ず特別委員会の判断を経て決定されることになります。

記

a.以下に掲げる行為その他これに類似する行為を目的とした、当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に著しく反する買収等で

ある場合

(a)株券等を買い占め、当該株券等について当社又は当社関係者等に
対して高値で買取りを要求する行為

(b)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取
得する等当社の犠牲の下に買収提案者等の利益を実現する経営を
行うような行為

(c)当社の資産を買収提案者等やそのグループ会社等の債務の担保や
弁済原資として流用する行為

(d)当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していな
い高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配
当をさせるか、一時的な高配当による株価の急上昇の機会をねら
って高値で売り抜ける行為

(e)真に会社経営に参加する意思がないにも拘わらず、専ら当社の株
価を上昇させて当該株式を高値で当社関係者等に引き取らせる行
為

b.強圧的二段階買付（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘すること

なく、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは

明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいま

す。）等株主の皆様に株式の売却を事実上強要する買収等である場合

c.買収等の条件（対価の価額・種類、買収等の時期、買収等の方法の

適法性、買収等の実現可能性、買収等の後の経営方針又は事業計画、

買収等の後における当社の他の株主の皆様、従業員、顧客、取引先

その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の

本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当な買収等である場合

d.当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社の従業員、顧客、

取引先その他当社の利害関係者との関係、又は当社の社会的信用若

しくはブランド価値を損なうこと等により、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益に著しく反する買収等である場合
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(エ)本対抗措置の内容

本プランに基づき、新株予約権の無償割当てを実施する場合の新株予

約権の無償割当ての概要は別紙２のとおりです。

(オ)特別委員会の設置

当社は、本プランの導入に当たり、取締役会の恣意的判断を排除し、

株主の皆様のために本対抗措置の発動等の運用に際しての客観的な評

価・検討を行う機関として、特別委員会を設置しております。なお、特

別委員会の概要につきましては、別紙１記載の本プランに関するガイド

ラインの概要のとおりです。

また、特別委員会の委員は、当社経営陣からの独立性の高い当社監査

役３名(そのうち社外監査役２名)から構成されており、うち社外監査役

１名を東京証券取引所に対し、当社の独立役員として届け出ております。

実際に買収等がなされる場合には、上記(イ)d.に記載したとおり、特

別委員会が、当該買収等が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を損なうか否か等を評価・検討のうえで、当社取締役会に対する勧

告を行い、当社取締役会はその勧告を最大限尊重して会社法上の機関と

しての決議を行うこととします。

(カ)本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、本プランの導入が承認された2023年６月27日

開催の定時株主総会の終結の時から、承認後３年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

但し、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は当社の株主

総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃

止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止される

ものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、2023年６

月27日開催の定時株主総会決議の趣旨に反しない場合（本プランに関連

する法令、有価証券上場規程等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又

は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の

修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えない場合等を

含みます。）には、特別委員会の承認を得たうえで、本プランを修正し、

又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、

修正又は変更の事実、及び(修正又は変更の場合には)修正、変更の内容

その他の事項について、速やかに情報開示いたします。

②本プランによる株主及び投資家の皆様への影響等

(ア)本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの導入時点においては、株主及び投資家の皆様に直接具体的

な影響が生じることはありません。
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(イ)本対抗措置の発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響

新株予約権の無償割当てに際しては、当社取締役会が定める一定の日

（以下「本基準日」といいます。）における株主の皆様に対して、その保

有する当社株式１株につき２個の割合で、新株予約権が無償にて割当て

られます。

これらの場合において、当社は、原則として、当社取締役会の決定に

より、下記(ウ)において詳述する手続に従って、①特定大量保有者(注

11)、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者(注12)、④特定

大量買付者の特別関係者、⑤これら①から④までに該当する者から新株

予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した

者、及び⑥これら①から⑤までに該当する者の関連者(注13）(併せて、

以下「非適格者」といいます。)以外の株主の皆様から新株予約権を取得

し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる

取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、新株予約権の

行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受領すること

となり、この場合には、保有する当社株式１株当たりの経済的価値及び

議決権比率の希釈化は生じますが、原則として、保有する当社株式全体

の経済的価値及び議決権比率の希釈化は生じません。

一方、株主の皆様が、当社所定の新株予約権行使請求書等を提出した

うえ、新株予約権の目的たる当社株式１株当たり１円を払込取扱場所に

払い込んだ場合には、新株予約権１個当たり１株の当社株式が発行され

ることになります。仮に、株主の皆様が、こうした金銭の払込みその他

下記(ウ)において詳述する新株予約権の行使に係る手続を経なければ、

他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式

の経済的価値及び議決権比率が希釈化されることがあります。

なお、当社は、本基準日以降であっても、新株予約権を無償で取得し、

又は新株予約権の無償割当てを中止する場合があります。この場合には、

１株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの

当社株式の価値の希釈化が生じることを前提として売買等を行った株主

又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を受ける可能性があ

ります。

また、新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、

当該行使又は取得に際して、買収提案者等の有する当社株式に係る経済

的価値及び議決権比率に影響が生じることが想定されますが、この場合

であっても、買収提案者等以外の株主の皆様の有する当社株式の経済的

価値及び議決権比率に対して直接具体的な影響が生じることはありませ

ん。
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(注11)「特定大量保有者」とは、原則として、当社が発行者である株券等
の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上となる
と当社取締役会が認めた者をいいます。以下同じです。

(注12)「特定大量買付者」とは、原則として、公開買付けによって当社が
発行者である株券等(金融商品取引法第27条の２第１項に定義さ
れます。)の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け
等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品
取引法施行令第７条第１項に定める場合を含みます。)に係る株
券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と
合計して20％以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。
以下同じです。

(注13) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支
配され若しくはその者と共通の支配下にある者として当社取締役
会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締
役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の
「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規
則第３条第３項に定義されます。）をいいます。

(ウ)本対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続

無償にて割当てられた新株予約権に関し、当社が取得条項に基づき新

株予約権を取得するか、又は、新株予約権の行使をお願いするかという

点については、当社取締役会が本対抗措置の発動時に決定したうえで速

やかに情報開示いたします。

当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、

法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権

を取得します。

このうち、非適格者以外の株主の皆様から新株予約権を取得し、これ

と引換えに当社株式を交付する場合には、かかる株主の皆様は、行使価

額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価

として、１個の新株予約権につき１株の当社株式を受領することになり

ます。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格

者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を

含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。

その他、非適格者からの新株予約権の取得、その他の取得に関する事

項については、発行された新株予約権の定めに従った措置を講じること

があります。

また、当社は、新株予約権の行使をお願いする場合、本基準日におけ

る当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、原則

として、新株予約権の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容及び数、

新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主の皆様ご自身が非適

格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言

を含む当社所定の書式によるものとします。）その他新株予約権の権利行
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使に必要な書類を送付いたします。株主の皆様におかれましては、新株

予約権の権利行使期間内でかつ当社による新株予約権の取得の効力が発

生するまでに、これらの必要書類を提出したうえ、新株予約権の目的で

ある当社株式１株当たり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、新

株予約権１個につき１株の当社株式が発行されることになります。

上記のほか、新株予約権の割当ての方法、当社による取得の方法及び

行使の方法の詳細につきましては、新株予約権の割当てに関する決議に

おいて決定された後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたします

ので、当該内容をご確認ください。

４）上記２）及び３）の取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る

理由

①上記２）の取組みについて

上記２）の取組みを通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を確保し、又は向上させ、それを当社株式の価値に適正に反映させ

ていくことにより、上記１）のような当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になる

ものと考えられ、上記２）の取組みは、上記１）の基本方針に資するもの

であると考えております。また、多数の投資家の皆様に中長期的に継続し

て当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を確保し、又は向上させることを目的に、上記２）の取組みを実

施しております。

従いまして、上記２）の取組みは、上記１）の基本方針に沿うものであ

り、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の

役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

②上記３）の取組みについて

当社は、次の理由から、上記３）の取組みは、上記１）の基本方針に沿

うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(ア)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企

業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指

針」の定める三原則を完全に充足しております。また、本プランは、企

業価値研究会が2008年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏ま

えた買収防衛策等の在り方」、経済産業省が2023年８月31日に発表した

「企業買収における行動指針」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を

踏まえた内容となっております。さらに、本プランは、東京証券取引所

が2015年６月１日に適用を開始し、2021年６月11日に改訂された「コー
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ポレートガバナンス・コード」の「原則１－５．いわゆる買収防衛策」

の内容その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となって

おります。

(イ)株主意思を重視するものであること

本プランは、上記のとおり、2023年６月27日開催の定時株主総会によ

る承認を得て導入されました。具体的には、当社は、当社定款第18条の

定めに基づき本プランを導入し、当社定款第12条の定めに基づき本プラ

ンの対抗措置に用いるための新株予約権の無償割当て（決定権限の当社

取締役会への委任に関する議案）について承認を得ております。

また、上記３）①(カ)に記載したとおり、本プランには、有効期間を

2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時点から、承認後３年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

でとするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期

間の満了前であっても、株主総会の決議によって本プランを廃止するこ

とが可能となっております。その意味で、本プランの導入及び廃止は、

当社の株主の皆様の意思に基づくこととなっております。

さらに、上記３）①(イ)e.に記載したとおり、本プランに基づく対抗

措置を発動するか否かについての株主の皆様の意思を確認するための株

主意思確認総会が開催されたときは、当社取締役会は当該株主意思確認

総会の決議の結果に従って、対抗措置発動に関する決議を行うものとさ

れており、この場合には本プランに基づく対抗措置の発動に関しても、

株主の皆様の直接の意思に依拠することとなります。

(ウ)独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入に当たり、取締役の恣意的判断を排除し、株

主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての客観的

な評価・検討を行う機関として特別委員会を設置しております。

実際に当社に対して買収等がなされた場合には、上記３）①(イ)d.に

記載したとおり、特別委員会が当該買収等が当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益を損なうか否か等を評価・検討のうえで当社取締

役会に対する勧告を行い、当社取締役会はその勧告を最大限尊重して会

社法上の機関としての決議を行うこととします。

このように、特別委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく

監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示を

することとされており、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されて

おります。

なお、当社の特別委員会は、当社経営陣からの独立性の高い監査役３

名(そのうち社外監査役２名)で構成されており、うち社外監査役１名を

東京証券取引所に対し、当社の独立役員として届け出ております。
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(エ)合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記３）①(ウ)に記載したとおり、合理的かつ詳細な客

観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保

しているものといえます。

(オ)外部専門家の意見の取得

上記３）①(イ)d.に記載したとおり、買収提案者等が出現すると、特

別委員会は、当社の費用で、外部専門家の助言を得ることができるもの

としております。これにより、特別委員会による判断の公正性・客観性

がより強く担保される仕組みとなっております。

(カ)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記３）①(カ)に記載したとおり、本プランは、当社の株券等を大量

に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止す

ることができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策

(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない買収

防衛策)ではありません。また、本プランはスローハンド型買収防衛策

(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなおその発動を阻止するため

に時間を要する買収防衛策)でもありません。
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(別紙１)

本プランに関するガイドラインの概要

本プランに関するガイドラインは、本対抗措置についての取締役会決議に関して、

取締役会に対して勧告を行う特別委員会の組織、権限等を定めるものであり、その概

要は、以下のとおりであります。

1. 特別委員会の組織

特別委員会は３名以上５名以内の委員によって構成されるものとし、取締役会

はその決議に基づいて、監査役、社外監査役、外部の(顧問ではない。)弁護士、

税理士、公認会計士及び学識経験者から、特別委員会の委員を選任するものとす

る。

2. 特別委員会による勧告

特別委員会は、本プランに定められた手続の進行、本対抗措置の実施及び中止

等について、取締役会の諮問に応じて勧告するものとする。取締役会は、かかる

勧告を最大限尊重するものとする。

3. 特別委員会による検討

(1) 特別委員会は、取締役会に対して、本対抗措置の実施に関する勧告を行う

に当たり、買収提案者等が本プランに定められた手続を遵守したと判断す

る場合には、下記の要件の何れかに該当するか否か又は該当すると客観的

かつ合理的に疑われるか否かを判断基準とするものとする。

記

(a) 以下に掲げる行為その他これに類似する行為を目的とした、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に著しく反する買収等である

場合

① 株券等を買い占め、当該株券等について当社又は当社関係者等に対

して高値で買取りを要求する行為

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得

する等当社の犠牲の下に買収提案者等の利益を実現する経営を行う

ような行為

③ 当社の資産を買収提案者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁

済原資として流用する行為
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④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない

高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当を

させるか、一時的な高配当による株価の急上昇の機会をねらって高

値で売り抜ける行為

⑤ 真に会社経営に参加する意思がないにも拘わらず、専ら当社の株価

を上昇させて当該株式を高値で当社関係者等に引き取らせる行為

(b) 強圧的二段階買付(最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、

二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしな

いで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいう。)等株主の皆様に

株式の売却を事実上強要する買収等である場合

(c) 買収等の条件(対価の価額・種類、買収等の時期、買収等の方法の適法

性、買収等の実現可能性、買収等の後の経営方針又は事業計画、買収等

の後における当社の他の株主の皆様、従業員、顧客、取引先その他の当

社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。)が当社の本源的価値に鑑み

著しく不十分又は不適当な買収等である場合

(d) 当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社の従業員、顧客、取

引先その他当社の利害関係者との関係、又は当社の社会的信用若しくは

ブランド価値を損なうこと等により、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益に著しく反する買収等である場合

(2) 特別委員会は上記2.に記載した勧告を行うに際し、当社の費用で、外部専

門家による助言を得ることができるものとする。

4. 特別委員会の決議

特別委員会による勧告その他の決議は、特別委員会を構成する委員の全員が出

席し、その３分の２以上をもってこれを行うものとする。但し、傷病その他やむ

を得ない事由により出席できない委員が存する場合には、当該委員を除く委員全

員が出席し、その３分の２以上をもってこれを行うものとする。

5. 変更

本ガイドラインの変更は特別委員会の決議により行うものとする。

以 上
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(別紙２）

新株予約権無償割当ての概要

1. 新株予約権の名称

第八回事前警告型新株予約権

2. 新株予約権の割当総数

新株予約権の割当総数は、新株予約権の無償割当てに関する株主総会の決議に

よる委任に基づく取締役会の決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」という。)

において別途定める一定の日(以下「割当期日」という。)における当社の最終の発

行済普通株式総数(但し、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除

く。)の２倍に相当する数と同数とする。

3. 割当対象株主

割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有

する当社普通株式(但し、同時点において当社の有する当社普通株式を除く。)１

株につき２個の割合で新株予約権の無償割当てをする。

4. 新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。

5. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。

(2) 新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)

は、１株とする。但し、対象株式数は以下の(a)及び(b)に従い調整される。

(a) 割当後に、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行

う場合は、対象株式数を次の算式により調整し、１株未満の端数

は切り捨てる。

調 整 後
対 象 株 式 数

＝
調 整 前
対 象 株 式 数

×
株式分割又は
株式併合の比率

(b) 上記(a)に定めるほか、合併、会社分割等により対象株式数の調整

を必要とする場合には、合併、会社分割等の条件等を勘案のうえ、

対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。

6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株につき１円とする。
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7. 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とする。

8. 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第４項

に定義される意味を有し、共同保有者の株券等保有割合を含めて算出され

る。以下同様とする。)、又は、株券等所有割合(金融商品取引法第27条の

２第８項に基づき、株券等(金融商品取引法第27条の２第１項に定義され

る。以下別段の定めがない限り同様とする。)の買付け等(同項に定義され

る。以下同様とする。)を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合を合

計したものを意味する。以下同様とする。)が20％以上となる者(以下「特定

大量保有者」という。)が現れたことを当社取締役会が認識し、公表した日

から10日間が経過したとき、又は公開買付けによって当社が発行者である

株券等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけ

るその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１

項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関

係者の株券等所有割合と合計して20％以上となると当社取締役会が認めた

者(以下「特定大量買付者」という。特定大量保有者と併せて、以下「特定株

式保有者」という。)が公開買付開始公告を行った日から10日間が経過した

ときに限り、新株予約権を行使することができる。

但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、

取締役会の決議をもって、あらかじめ公表することにより上記「20％」の割

合を引き上げることができる。

また、以下の各号に定める者は、特定株式保有者、並びに、共同保有者

及び特別関係者に該当しないものとする。

① 当社

② 当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

８条第３項に定義される。)

③ 当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第５項に定義される。)

④ 当社を支配する意図がないのに特定株式保有者となった者と当社取

締役会が認めた者で、かつ特定株式保有者となった後10日以内にそ

の保有する株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に定義される意

味を有する。以下同様とする。)を処分等することにより特定株式保

有者ではなくなった者

⑤ 自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特

定株式保有者となった者(但し、当社の株券等をその後新たに取得し

てなお特定株式保有者に該当する場合を除く。)
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⑥ その者が当社の株券等を取得し、保有することにより当社の企業価

値が最大化されると当社取締役会が決議する者

なお、本(1)及び下記(3)において、共同保有者とは、金融商品取引法第27

条の23第５項に定義される意味を有し（同条第６項に基づき共同保有者と

みなされる者を含む。）、特別関係者とは、金融商品取引法第27条の２第７

項に定義される意味を有するものとする。

(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(3) 上記(1)及び(2)に拘わらず、以下の各号に定める者(以下、本別紙において

「非適格者」という。)は新株予約権を行使できないものとする。

① 特定大量保有者

② 特定大量保有者の共同保有者

③ 特定大量買付者

④ 特定大量買付者の特別関係者

⑤ 上記①から④までに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承

認を得ることなく譲り受け又は承継した者

⑥ 上記①から⑤までに該当する者を実質的に支配し、その者に支配さ

れ若しくはその者と共通の支配下にある者として当社取締役会が認

めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認

めた者(なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決

定を支配している場合」(会社法施行規則第３条第３項に定義される

意味を有する。)をいう。)

9. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、上記8.(1)に定める行使条件が成就した場合には、取締役会決議に

より定めた日において、新株予約権のうち非適格者が保有する新株予約権

を除いた新株予約権を取得することができる。この場合には、当社は、新

株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対し

て、新株予約権１個当たり当社普通株式１株を交付する。この場合におい

て、当社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割又は株式併合を行

うときは、上記5.(2)(a)に定める対象株式数の調整の規定を準用する。

(2) 上記(1)に基づき当社により取得されなかった新株予約権のうち、非適格者

以外の者へ譲渡された新株予約権については、当社は、取締役会決議によ

り定めた日において、当該新株予約権を取得することができる。この場合

には、当社は、新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新

株予約権者に対して、新株予約権１個当たり当社普通株式１株を交付する。

この場合において、当社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割又

は株式併合を行うときは、上記5.(2)(a)に定める対象株式数の調整の規定

を準用する。
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(3) 上記(1)及び(2)までに拘わらず、当社は、上記8.(1)に定める行使条件が成

就するまでの間において、次の事由に該当する場合には、取締役会決議に

より定めた日において、新株予約権の全部を無償で取得する。

ア．取締役会が当社の企業価値を最大化するために必要であると認めた

場合

イ．株主提案により選任される取締役の数が在任取締役の過半数となっ

た場合

ウ．上記ア.及びイ.のほか、取締役会が新株予約権の全部を無償で取得

することが適切であると判断した場合

10. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要

するものとする。

11. 新株予約権証券の発行

当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

12. 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容

に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、

株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合にお

いて、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新

株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)

の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づ

きそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。但し、以

下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、
それぞれ交付するものとする。
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(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上
記5.(2)に準じて決定する。

(3) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
１株につき１円とする。

(4) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編行為の効力発生日の何れか遅い日から、上記7.に定める新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。

(5) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。

(6) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び
取得の条件
上記9.に準じて決定する。

(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の
取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加
する資本金及び資本準備金に関する事項
下記13.に準じて決定する。

13. 新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本

準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上
げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本準備
金の額は、前項に記載した資本金等増加限度額から前項に定める増加する
資本金の額を減じて得た額とする。

14. 法令改正等による修正

新株予約権の発行後、法令改正等により、上記各項に定める条項及び用語の意
義に修正を加える必要が生じた場合においては、当社は、その取締役会決議に基
づいて、当該改正等の趣旨・状況等を考慮のうえで、上記各項に定める条項及び
用語の意義を合理的な範囲内で修正することができるものとする。

以上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

( 本事業報告中の記載金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨てて表
示しております。 )
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連 結 貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 30,319 流 動 負 債 31,761

現 金 及 び 預 金 4,127 支払手形及び買掛金 3,933

受 取 手 形 321 電 子 記 録 債 務 2,185

売 掛 金 8,738 短 期 借 入 金 20,609

商 品 及 び 製 品 5,905 未 払 法 人 税 等 433

仕 掛 品 2,472 契 約 負 債 307

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 6,731 賞 与 引 当 金 796

そ の 他 2,066 森林残材処分費用引当金 155

貸 倒 引 当 金 △44 そ の 他 3,339

固 定 資 産 73,931 固 定 負 債 27,195

有 形 固 定 資 産 61,616 社 債 2,000

建 物 及 び 構 築 物 8,610 長 期 借 入 金 20,234

機械装置及び運搬具 3,301 役員退職慰労引当金 444

土 地 17,377 退職給付に係る負債 210

建 設 仮 勘 定 2,933 繰 延 税 金 負 債 631

立 木 24,676 そ の 他 3,673

そ の 他 4,716 負 債 合 計 58,956

無 形 固 定 資 産 624 (純 資 産 の 部)

投資その他の資産 11,691 株 主 資 本 33,730

投 資 有 価 証 券 3,314 資 本 金 7,324

繰 延 税 金 資 産 5 資 本 剰 余 金 7,519

美 術 品 7,680 利 益 剰 余 金 20,939

そ の 他 813 自 己 株 式 △2,053

貸 倒 引 当 金 △122 その他の包括利益累計額 10,588

その他有価証券評価差額金 1,636

為替換算調整勘定 8,424

退職給付に係る調整累計額 527

新 株 予 約 権 64

非 支 配 株 主 持 分 910

純 資 産 合 計 45,294

資 産 合 計 104,251 負債及び純資産合計 104,251
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 66,000
売 上 原 価 48,401

売 上 総 利 益 17,598
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,367

営 業 利 益 1,230
営 業 外 収 益

受 取 利 息 41
受 取 配 当 金 121
仕 入 割 引 30
受 取 賃 貸 料 165
為 替 差 益 439
排 出 権 収 入 689
補 助 金 収 入 71
そ の 他 106 1,666

営 業 外 費 用
支 払 利 息 549
売 上 割 引 353
そ の 他 201 1,104
経 常 利 益 1,792

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 8
受 取 保 険 金 777
新 株 予 約 権 戻 入 益 18
子 会 社 清 算 益 125 930

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
減 損 損 失 61
事 業 再 編 損 2,956
そ の 他 46 3,064
税金等調整前当期純損失（△） △341

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 755
法 人 税 等 調 整 額 436 1,191

当 期 純 損 失 （△） △1,533
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △76

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △1,456
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 7,324 7,519 22,619 △2,053 35,410

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △223 △223

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △1,456 △1,456

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分

自己株式処分差損の振替

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - △1,680 △0 △1,680

当 期 末 残 高 7,324 7,519 20,939 △2,053 33,730

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

新 株
予約権

非支配
株 主
持 分

純資産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調 整
累計額

当 期 首 残 高 1,613 △6 7,339 278 71 906 45,614

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △223

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △1,456

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分

自己株式処分差損の振替

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

23 6 1,084 248 △7 4 1,360

当 期 変 動 額 合 計 23 6 1,084 248 △7 4 △320

当 期 末 残 高 1,636 - 8,424 527 64 910 45,294
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ８社

主要な連結子会社の名称

株式会社ウッドジョイ

株式会社フォレストワン

Juken New Zealand Ltd.

Juken Sangyo (Phils.)Corp.

PT. Woodone Integra Indonesia

沃達王國際有限公司

株式会社ベルキッチン

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました上海倍楽厨業有限公

司は、清算が結了したため、連結範囲から除外しております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、PT.Woodone Integra Indonesiaの決算日は12月31日であ

ります。連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引につきましては、連結決算上必要な調整

を行っております。また、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

2. 持分法の適用に関する事項

当社には、当連結会計年度末において、持分法適用の関連会社はありません。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のも

の

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定）によっております。

市場価格のない

株式等

移動平均法による原価法によっております。

デリバティブ取引 時価法によっております。
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棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）によっております。

商品･製品･仕掛品･原材料(主要材料) 主として移動平均法

原材料（補助材料）・貯蔵品 主として最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物につきましては、主として定額法を

採用しております。なお、耐用年数及び残存価額につき

ましては、主として法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。また、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産につきましては、一括償却資産

として、３年間で均等償却する方法によっております。

無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、耐用年数につきましては、主として法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。また、自社

利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用

可能期間（５年）による定額法を採用しております。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。なお、国際財務報告基準を適用し

ている在外連結子会社は、国際財務報告基準第16号「リ

ース」（以下「IFRS第16号」という。）を適用しておりま

す。IFRS第16号により、リースの借り手は原則として全

てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上して

おり、資産計上された使用権資産の減価償却方法は定額

法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 諸債権の貸倒れに備えるものであって、一般債権につき

ましては貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特

定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。
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森林残材処分費用

引当金

森林残材の処分に伴う支出に備えるため、当連結会計年

度末において発生していると認められる費用の見込額を

計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるものであって、次回支給見

込額に基づき、当連結会計年度に属する月分の要支給見

込額の全額を計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、連結会計年度末における

支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上してお

ります。なお、当連結会計年度においては計上しており

ません。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当

連結会計年度末における要支給額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお

ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認

識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① 住宅建材設備事業

住宅建材設備事業では、主に床材・造作材などの総合木質建材や厨房機器

などの住宅設備機器の製造及び販売を行っております。製品の販売には、

顧客との契約に基づく当該製品の引き渡し、それに付随する製品保証サー

ビスの提供が含まれており、製品の引き渡しと製品保証サービスの提供を

それぞれ独立した履行義務として識別しております。製品の引き渡しにつ

いては、製品を引き渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、

履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点で収

益を認識しております。ただし、製品の国内の販売については、出荷時か

ら当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるた

め、出荷時に収益を認識しております。製品保証サービスの提供について

は、履行義務が時の経過につれて充足されるため、保証期間に応じて均等

按分し、収益を認識しております。

取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、

値引き、リベート等を控除した金額で算定しております。これらの履行義

務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により１年以内

に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、過去の実績等を基に

見積もったそれぞれの独立販売価格の比率に基づいて、各履行義務に配分

しております。
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② 発電事業

発電事業では、バイオマス発電による電気の販売を行っており、発電した

電気を顧客との契約において供給した時点で履行義務を充足したと判断し、

発電量に応じて契約に定められた金額に基づいて収益を認識しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振

当処理の要件を満たしている為替予約等につきましては

振当処理をし、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップにつきましては、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 通貨関連は為替予約等をヘッジ手段とし、外貨建取引を

ヘッジ対象としております。また、金利関連は、金利ス

ワップ取引をヘッジ手段とし、借入金の支払金利をヘッ

ジ対象としております。

ヘッジ方針 内部規程に基づき為替変動リスク及び金利リスクをヘッ

ジすることを目的として、実需の範囲内でデリバティブ

取引を利用する方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較する方法に

よっております。なお、ヘッジ手段がヘッジ対象である

予定取引の重要な条件と同一であり、ヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定

できる取引に関しては、ヘッジの有効性の判定を省略し

ております。特例処理による金利スワップにつきまして

は、その要件を満たしていることの確認をもって有効性

の判定に替えております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、発生年度以降20年以内のその効果の及ぶ期間にわ

たって均等償却をしております。なお、当連結会計年度末における残高はあ

りません。

(7) その他連結計算書類作成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用計上しております。なお、当連結会計年

度においては計上しておりません。

② 立木勘定の金額には、当連結会計年度に発生した支払利息のうち立木の植

林育成費用に対応する金額509百万円（５百万ニュージーランドドル）を含

めております。
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③ 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるものであって、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの

期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっており

ます。

過去勤務費用は、その発生時に一括して費用処理しております。また数理

計算上の差異は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしております。
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（会計上の見積りに関する注記）

1. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度計上額 繰延税金資産 ５百万円 繰延税金負債 631百万円
(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有する
かどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減
算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算
前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしてい
るかどうかにより判断しております。
将来の課税所得見込額については、過去の業績や将来の業績予測、市況等

を勘案して見積もっておりますが、課税所得が生じる時期及び金額は、その
時の実績や将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があ
り、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌期の連結計算書
類において認識する繰延税金資産や法人税等調整額の金額に重要な影響を与
える可能性があります。

2. 固定資産の減損処理

(1) 当連結会計年度計上額 固定資産の減損損失 61百万円

上記のほか、ニュージーランド子会社の固定資産の減損損失2,209百万円を
事業再編損として計上しております。

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基
本として固定資産をグルーピングし、各固定資産グループの減損の兆候の判
定を行い、減損の兆候が生じている固定資産グループについて、回収可能価
額を見積り、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

美術品については、美術専門家等の第三者より入手した鑑定評価により、
回収可能価額を見積り、帳簿価額に対して市場価格が著しい下落をしている
場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
計上しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討して

おりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条
件や仮定に変更が生じた場合、減損損失の金額に影響を及ぼす可能性があり
ます。
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（連結貸借対照表に関する注記）

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

土地 1,569百万円

立木 24,676百万円

合計 26,246百万円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 11,081百万円

長期借入金 6,369百万円

合計 17,451百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 76,163百万円

3. 受取手形割引高 －百万円

（連結損益計算書に関する注記）

1. 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 △25百万円

販売費及び一般管理費 10百万円

2. 事業再編損

当連結会計年度に計上した特別損失の事業再編損2,956百万円は、ニュージー

ランド子会社の収益性低下を踏まえ、ノースランド工場及びトライボード工場

の事業譲渡や操業停止を含めた抜本的な見直しに伴い発生した損失です。その

内訳は、固定資産の減損損失2,209百万円、貯蔵品の評価減740百万円、その他

７百万円です。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 当連結会計年度末日における発行済株式の数 普通株式 9,841千株

2. 剰余金の配当に関する事項

当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 111百万円 12.00円
2025年
３月31日

2025年
６月26日

2025年11月７日
取締役会

普通株式 111百万円 12.00円
2025年
９月30日

2025年
12月８日

当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日
効力
発生日

2026年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 111百万円 12.00円
2026年
３月31日

2026年
６月29日

3. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権（権利行使期間

の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 263千株

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資産運用につきましては短期的な預金等に限定し、社債及

び銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、「与信稟議規程」に沿ってリ

スク低減を図っております。

投資有価証券は、主として株式であり、上場会社につきましては四半期毎に

時価の把握を行っております。

短期借入金の使途は主として運転資金であり、社債及び長期借入金は主とし

て設備投資資金であります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

きましては、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額16百万円）は、「その他

有価証券」には含まれておりません。
(単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 3,297 3,297 -

資産計 3,297 3,297 -

(2) 社債 2,000 1,870 △129

(3) 長期借入金 20,234 20,014 △219

負債計 22,234 21,884 △349

(注) 「現金及び預金」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短

期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時

価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性

に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）
相場価格により算定した時価

レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能
なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先

順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 3,297 - - 3,297

資産計 3,297 - - 3,297

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 - 1,870 - 1,870

長期借入金 - 20,014 - 20,014

負債計 - 21,884 - 21,884

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場
で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
社債、長期借入金

社債及び長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合
に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時
価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）

重要性が乏しいと判断できるため、注記を省略しております。

（収益認識に関する注記）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
合計住宅建材設備

事業
発電事業

床材 6,804 - 6,804

造作材 35,076 - 35,076

その他建材 19,074 - 19,074

住宅設備機器 3,990 - 3,990

発電 - 1,054 1,054

顧客との契約から生じる収益 64,945 1,054 66,000

その他の収益 - - -

外部顧客への売上高 64,945 1,054 66,000

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のための基

本となる重要な事項に関する注記等）３． 会計方針に関する事項 (4) 重要な

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は、以下のとおりでありま

す。
(単位：百万円)

当連結会計年度（期首）
（2025年４月１日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権 8,050 9,060

契約負債 349 307
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(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収

益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年以内 247

１年超 60

合計 307

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 4,761円14銭

2. １株当たり当期純損失 156円50銭

（追加情報）

中華人民共和国の連結子会社の清算

当社の厨房機器部品を製造していた連結子会社である上海倍楽厨業有限公司は、

清算手続きを進めてまいりましたが、2025年12月29日をもって清算を結了いたしま

した。

本清算に伴い、同社に係る子会社清算益125百万円を特別利益に計上しておりま

す。
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 21,842 流 動 負 債 13,248
現 金 及 び 預 金 2,273 買 掛 金 2,021
受 取 手 形 321 電 子 記 録 債 務 2,185
売 掛 金 5,594 短 期 借 入 金 2,500
商 品 及 び 製 品 4,512 １年内返済予定の長期借入金 3,243
仕 掛 品 941 リ ー ス 債 務 6
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,461 未 払 金 1,051
そ の 他 4,737 未 払 費 用 397

固 定 資 産 49,601 未 払 法 人 税 等 423
有 形 固 定 資 産 14,168 契 約 負 債 307
建 物 2,236 賞 与 引 当 金 739
構 築 物 76 そ の 他 371
機 械 及 び 装 置 1,173 固 定 負 債 17,282
車 両 運 搬 具 1 社 債 2,000
工具、器具及び備品 1,093 長 期 借 入 金 13,676
土 地 9,370 リ ー ス 債 務 22
リ ー ス 資 産 26 繰 延 税 金 負 債 153
建 設 仮 勘 定 190 退 職 給 付 引 当 金 822
無 形 固 定 資 産 620 役員退職慰労引当金 444
ソ フ ト ウ ェ ア 609 そ の 他 163
そ の 他 10 負 債 合 計 30,531
投資その他の資産 34,812 (純 資 産 の 部)
投 資 有 価 証 券 2,983 株 主 資 本 39,381
関 係 会 社 株 式 23,519 資 本 金 7,324
美 術 品 7,680 資 本 剰 余 金 7,815
そ の 他 749 資 本 準 備 金 7,815
貸 倒 引 当 金 △121 利 益 剰 余 金 26,294

利 益 準 備 金 836
その他利益剰余金 25,458
土地圧縮積立金 807
償却資産圧縮積立金 144
別 途 積 立 金 15,130
繰越利益剰余金 9,376

自 己 株 式 △2,053
評価・換算差額等 1,466
その他有価証券評価差額金 1,466
新 株 予 約 権 64

純 資 産 合 計 40,912
資 産 合 計 71,443 負債及び純資産合計 71,443
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 46,783

売 上 原 価 31,766

売 上 総 利 益 15,016

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,904

営 業 利 益 2,112

営 業 外 収 益

受 取 利 息 86

受 取 配 当 金 802

仕 入 割 引 42

受 取 賃 貸 料 134

そ の 他 56 1,121

営 業 外 費 用

支 払 利 息 255

社 債 利 息 29

売 上 割 引 352

為 替 差 損 0

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 40

そ の 他 47 726

経 常 利 益 2,507

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

新 株 予 約 権 戻 入 益 18 18

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 7

投 資 有 価 証 券 評 価 損 0

減 損 損 失 61 68

税 引 前 当 期 純 利 益 2,457

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 492

法 人 税 等 調 整 額 32 524

当 期 純 利 益 1,932
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

当 期 首 残 高 7,324 7,815 - 7,815

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金等の取崩し

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

自己株式処分差損の振替

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 - - - -

当 期 末 残 高 7,324 7,815 - 7,815

(単位：百万円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計利 益 準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金

（注）

当 期 首 残 高 836 23,749 △2,053 37,672

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金等の取崩し - -

剰 余 金 の 配 当 △223 △223

当 期 純 利 益 1,932 1,932

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分

自己株式処分差損の振替

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - 1,709 △0 1,708

当 期 末 残 高 836 25,458 △2,053 39,381
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(単位：百万円)

評価・換算差額等

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1,489 1,489 71 39,234

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金等の取崩し -

剰 余 金 の 配 当 △223

当 期 純 利 益 1,932

自 己 株 式 の 取 得 0

自 己 株 式 の 処 分

自己株式処分差損の振替

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△23 △23 △7 △30

当 期 変 動 額 合 計 △23 △23 △7 1,677

当 期 末 残 高 1,466 1,466 64 40,912

（注）その他利益剰余金の内訳

(単位：百万円)

土 地 圧 縮
積 立 金

償 却 資 産
圧縮積立金

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

合 計

当 期 首 残 高 807 162 15,130 7,649 23,749

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金等の取崩し △17 17 -

剰 余 金 の 配 当 △223 △223

当 期 純 利 益 1,932 1,932

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

自己株式処分差損の振替

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - △17 - 1,726 1,709

当 期 末 残 高 807 144 15,130 9,376 25,458
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のも

の

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定）によっております。

市場価格のない

株式等

移動平均法による原価法によっております。

(2) デリバティブ取引 時価法によっております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）によっております。

商品・製品・仕掛品・原材料（主要材料） 移動平均法

原材料（補助材料）・貯蔵品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物につきましては、定額法を採用して

おります。

なお、耐用年数及び残存価額につきましては、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。また、

取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につ

きましては、一括償却資産として、３年間で均等償却す

る方法によっております。

無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、耐用年数につきましては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。また、自社利用のソ

フトウェアにつきましては、社内における利用可能期間

（５年）による定額法を採用しております。
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リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 諸債権の貸倒れに備えるものであって、一般債権につき

ましては貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特

定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるものであって、次回支給見

込額に基づき、当事業年度に属する月分の要支給見込額

の全額を計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支

給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。

なお、当事業年度においては計上しておりません。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるものであって、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時に一括して費用処理してお

ります。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当

事業年度末における要支給額を計上しております。
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4. 重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下

のとおりであります。

① 住宅建材設備事業

住宅建材設備事業では、主に床材・造作材などの総合木質建材や厨房機器などの

住宅設備機器の製造及び販売を行っております。製品の販売には、顧客との契約

に基づく当該製品の引き渡し、それに付随する製品保証サービスの提供が含まれ

ており、製品の引き渡しと製品保証サービスの提供をそれぞれ独立した履行義務

として識別しております。製品の引き渡しについては、製品を引き渡した時点

で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断してい

ることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、製品の国

内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期

間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。製品保証サービ

スの提供については、履行義務が時の経過につれて充足されるため、保証期間に

応じて均等按分し、収益を認識しております。

取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引

き、リベート等を控除した金額で算定しております。これらの履行義務に対する

対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により１年以内に受領しており、

重大な金融要素は含んでおりません。

取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、過去の実績等を基に見積も

ったそれぞれの独立販売価格の比率に基づいて、各履行義務に配分しておりま

す。

② 発電事業

発電事業では、バイオマス発電による電気の販売を行っており、発電した電気を

顧客との契約において供給した時点で履行義務を充足したと判断し、発電量に応

じて契約に定められた金額に基づいて収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費 支出時に全額費用計上しております。

なお、当事業年度においては計上しておりません。

(2) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等につき

ましては振当処理をし、特例処理の要件を満たしている

金利スワップにつきましては、特例処理によっておりま

す。
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ヘッジ手段とヘッジ対象 通貨関連は為替予約等をヘッジ手段とし、外貨建取引を

ヘッジ対象としております。また、金利関連は、金利ス

ワップ取引をヘッジ手段とし、借入金の支払金利をヘッ

ジ対象としております。

ヘッジ方針 内部規程に基づき為替変動リスク及び金利リスクをヘッ

ジすることを目的として、実需の範囲内でデリバティブ

取引を利用する方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段がヘッジ対象である予定取引の重要な条件と

同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変

動を完全に相殺するものであると想定できるため、ヘッ

ジの有効性の判定を省略しております。特例処理による

金利スワップにつきましては、その要件を満たしている

ことの確認をもって有効性の判定に替えております。な

お、当事業年度において為替予約取引及び金利スワップ

取引はありません。

（会計上の見積りに関する注記）

1. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度計上額 繰延税金負債 153百万円

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）1. 繰延税金資産の回収可能性

(2)」に記載した内容を参照してください。

2. 固定資産の減損処理

(1) 当事業年度計上額 固定資産の減損損失 61百万円

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）2. 固定資産の減損処理(2)」

に記載した内容を参照してください。

3. 株式会社フォレストワンに対する投融資の評価

(1) 当事業年度計上額

関係会社株式 160百万円 貸付金（流動資産その他） 690百万円

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

市場価格のない関係会社株式については、実質価額が著しく低下した場合に

は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、評価損を認

識することとしております。また、貸付金については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上することとしております。

株式会社フォレストワンに対する投融資の評価は、主に同社が保有する固定

資産の減損の要否に影響を受けます。同社が保有する固定資産の減損は、同
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社の事業計画等を基礎としており、事業計画等に含まれる仮定には不確実性

があるため、これらが市場環境の変化等により見直しが必要となる場合には、

関係会社株式及び貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。

当事業年度においては、株式会社フォレストワン庄原工場に係る投資初期段

階の減価償却負担等により損失を計上しているものの、実質価額は著しく低

下しておらず、貸付金についても回収可能と判断されたことから、評価損及

び貸倒引当金は計上しておりません。
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（貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 39,128百万円

2. 保証債務

下記の関係会社の金融機関からの借入債務等に対し、保証を行っております。

Juken New Zealand Ltd. 17,451百万円

（うち15,914百万円は、173百万ニュージーランドドル）

Juken Sangyo(Phils.)Corp. 100百万円

沃達王國際有限公司 1,050百万円

PT.Woodone Integra Indonesia 2,530百万円

（15百万米ドル）

合計 21,131百万円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 4,569百万円

短期金銭債務 860百万円

4. 受取手形割引高 －百万円

（損益計算書に関する注記）

1. 関係会社との取引高

売上高 10百万円

仕入高及び賃加工他 10,965百万円

その他の営業外の取引高 837百万円

2. 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 38百万円

販売費及び一般管理費 10百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 533千株
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（税効果会計に関する注記）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 531百万円

未払事業税 42百万円

賞与引当金 231百万円

役員退職慰労引当金 139百万円

減価償却費及び減損損失 402百万円

税務上の収益認識差額 94百万円

その他 147百万円

繰延税金資産小計 1,589百万円

評価性引当額 △536百万円

繰延税金資産合計 1,052百万円

繰延税金負債

退職給付信託設定益 △109百万円

圧縮記帳積立金等 △434百万円

有価証券評価差額 △662百万円

繰延税金負債合計 △1,206百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △153百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった

主な項目別の内訳

法定実効税率 30.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △8.9％

住民税均等割等 2.5％

評価性引当金増減額 0.9％

試験研究費等税額控除 △0.7％

賃上げ促進税額控除 △2.7％

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △0.5％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.3％
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（関連当事者との取引に関する注記）

1. 子会社及び関連会社等
(単位：百万円)

属性 名称 議決権等の
所有(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

Juken New
Zealand Ltd.

所有

間接93.7％

当社製品
の構造材
及び基材
の製造委
託

銀行借入に
対する保証
債務

17,451 － －

資金の貸付 1,550 その他

（流動資産）

3,430

PT.Woodone
Integra
Indonesia

所有

間接75％

当社より
債務保証

銀行借入に
対する保証
債務

2,530 － －

Juken Sangyo
(Phils.)Corp.

所有

間接100％

当社製品
の構造材
及び基材
の製造委
託

仕入(注) 5,248 その他

（流動資産）

206

沃達王國際有
限公司

所有

直接100％

当社より
債務保証

銀行借入に
対する保証
債務

1,050 － －

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格につきましては、当社と関連当事者の間で市場動向等を参考に相互

協議のうえ、決定しております。
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2. 役員及び個人主要株主等
(単位：百万円)

属性 名称 議決権等の
所有(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

中本造林
株式会社
(注)2

被所有
直接1.2％

固有製品
の仕入・
販売

外壁材の仕
入(注)1

537 買掛金 47

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格につきましては、一般的な市場価格を参考に相互協議のうえ、

決定しております。支払条件につきましても一般の取引と同様な支払条

件となっております。

2. 当社代表取締役中本祐昌及び近親者が100％を直接所有しております。

(単位：百万円)

属性 名称 議決権等の
所有(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及び
その近親
者

中本祐昌

(公益財団法人
ウッドワン美術館)

被所有
直接2.8％

・当社代表
取締役社長

・ウッドワン
美術館評議員

寄付金 50 － －

(注) 当社の社会貢献、当該美術館の活動目的を達成するために、当社取締役会に

て決議のうえ、当該美術館に寄付の実施並びに当社所有の美術品及び建物の

無償貸与をしております。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事項に関する

注記）４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 4,388円24銭

2. １株当たり当期純利益 207円59銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月20日

株式会社ウッドワン

取 締 役 会 御中

広島事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 日 浦 祐 介

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 近 藤 哲 生

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ウッドワンの2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ウッドワン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月20日

株式会社ウッドワン

取 締 役 会 御中

広島事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 日 浦 祐 介

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 近 藤 哲 生

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ウッドワンの2025年４月

１日から2026年３月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上

2026年05月22日 17時49分 $FOLDER; 82ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 82 ―

監査役会の監査報告書

監査報告書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第74期事業年度におけ
る取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
うえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職

務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査

を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調

査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通お

よび情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企

業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第

100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容

および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい

て、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針お

よび同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を

踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131

条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）お

よびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ

ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組み

は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもの

ではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと

認めます。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人 晄和監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 晄和監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めま

す。

2026年５月22日

株式会社ウッドワン 監査役会

常勤監査役 江 草 善 行 ㊞

監 査 役 早 田 三樹夫 ㊞

監 査 役 三 輪 洋 二 ㊞

監 査 役 森 川 和 彦 ㊞

(注) 監査役 三輪洋二、同森川和彦は、会社法第２条第16号および第335条第３
項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重点施策のひとつと認識し、厳

しい経営環境下にあっても企業経営の基盤の強化を図り、安定的な配当を継続

することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、１株につき12円とさせていただきたいと存

じます。

なお、中間配当金として１株につき12円をお支払しておりますので、当期の

年間配当金は１株につき24円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、111,701,412円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月29日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。
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第２号議案 定款一部変更の件

当社定款を次のとおり変更いたしたいと存じます。

１．変更の理由

事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、現

行定款第23条（員数）に定める取締役の員数を12名以内から11名以内に変更

するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線 は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

第４章 取締役および取締役会

（員数）

第23条 当会社の取締役は、12名以内と

する。

第４章 取締役および取締役会

（員数）

第23条 当会社の取締役は、11名以内と

する。
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第３号議案 取締役７名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役 川戸宏之、久保好永、向原政昭、松本

真明、野口貴博、石橋三千男の６氏が任期満了により、取締役 坪井寿之氏が辞

任により退任となりますので、新任３名を含む取締役７名の選任をお願いいたし

たいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

取締役会出席状況
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

当社との
特 別 の
利害関係

１

久 保 好 永
く ぼ よし なが

1960年７月16日生

100％
（17回／17回）

1983年４月 当社に入社

800株 な し

2004年12月 当社東京支店長

2007年７月 当社参与東関東・北海道エリア長兼

東京支店長

2008年２月 当社参与営業推進部長

2011年６月 当社執行役員営業推進部長

2015年３月 当社執行役員営業本部西日本営業部

長兼営業推進部長

2017年６月 当社執行役員営業推進部長

2018年６月 当社取締役営業本部東日本営業部長

兼関東ブロック長兼構造システム営

業部長

2020年４月 当社取締役営業本部東日本営業部長

兼構造システム営業部長

2023年４月 当社取締役構造システム営業部長

（現在に至る）

２

向
むかいはら

原 政 昭
まさあき

1959年９月22日生

100％
（17回／17回）

1983年４月 当社に入社

200株 な し

2000年４月 当社総務人事部総務課長

2004年８月 Juken Nissho Ltd.( 現 Juken New

Zealand Ltd.）出向

2009年３月 当社経営統括本部統括管理室課長

2011年５月 当社経営統括本部統括管理室次長

2012年６月 当社経営統括本部社長室長

2014年４月 当社社長室長

2015年６月 当社執行役員社長室長

2020年６月 当社取締役総務人事部長（現在に至

る）
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

取締役会出席状況
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

当社との
特 別 の
利害関係

３

野 口 貴 博
の ぐ ち たかひろ

1962年11月24日生

100％
（17回／17回）

1986年４月 ㈱広島銀行に入行

200株 な し

2011年４月 ㈱広島銀行神戸支店長

2014年４月 ㈱広島銀行融資企画部長

2017年４月 ㈱広島銀行広島西支店長

2019年10月 当社に入社

同 当社執行役員情報システム部長兼経

理部長

2020年６月 当社取締役経理部長（現在に至る）

2021年７月 沃達王國際有限公司董事（現在に至

る）

４

新任

西
にし

謙 一
けんいち

1969年４月16日生

1988年４月 当社に入社

300株 な し

2010年８月 当社収納システム工場事業管理課長

2017年６月 当社串戸工場次長

2023年９月 当社資材部次長

2023年12月 当社製造本部本社製造部長

2024年６月 当社執行役員製造本部本社製造部長

兼資材部次長（現在に至る）

（新任取締役候補者とした理由）

入社以来、製造部門に携わり、メーカーとして

重要な「ものづくり」に関する豊富な経験や見

識を有しております。これらを当社経営に活か

すため、取締役として選任をお願いするもので

あります。

５

新任

迫 田 浩 治
さ こ だ こ う じ

1971年３月17日生

1993年４月 当社に入社

300株 な し

2011年11月 当社九州ブロック長兼福岡支店長

2014年４月 当社戦略統括本部戦略企画室長

2018年６月 当社執行役員営業推進部長

2023年４月 当社執行役員営業本部東日本営業部

長

2026年４月 当社執行役員営業推進部長（現在に

至る）

（新任取締役候補者とした理由）

入社以来、営業部門に携わり、製品や営業戦略

に関する豊富な知識や経験を有しております。

これらを当社経営に活かすため、取締役として

選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

取締役会出席状況
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

当社との
特 別 の
利害関係

６

新任

村
むらさわ

澤 貴史
たかし

1972年１月10日生

1995年４月 当社に入社

300株 な し

2007年２月 当社大阪支店長

2013年２月 当社中部ブロック長兼名古屋支店長

2019年６月 当社執行役員戦略統括本部戦略企画

室長

2022年６月 当社執行役員戦略統括本部副本部長

（現在に至る）

2024年３月 PT.Woodone Integra Indonesia代表

取締役社長（現在に至る）

（新任取締役候補者とした理由）

入社以来、営業部門や戦略企画部門に携わり、

製品や営業戦略、その他事業戦略等に関する豊

富な知識や経験を有しております。これらを当

社経営に活かすため、取締役として選任をお願

いするものであります。

（重要な兼職の状況）

PT.Woodone Integra Indonesia 代表取締役社長

７

石
いしばし

橋三千男
み ち お

1948年１月11日生

100％
（ 17回／17回）

社外役員

独立役員

1980年３月 公認会計士登録（現在に至る）

0株 な し

1980年６月 税理士登録（現在に至る）

1986年11月 ㈲経理部長（現㈲ＦＩＳ経営研究

所）代表取締役（現在に至る）

1992年２月 清友監査法人代表社員

2010年６月 日本公認会計士協会中国会会長

2011年５月 ㈱ひろしまイノベーション推進機構

社外取締役（現在に至る）

2016年６月 当社社外取締役（現在に至る）

2017年５月 マックスバリュ西日本㈱社外監査役

2022年３月 ㈱フジ社外取締役（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈲ＦＩＳ経営研究所 代表取締役

(注) 1. 候補者 石橋三千男氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同
氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出てお
り、同氏の取締役選任をご承認いただきました場合は、引続き独立役員と
なる予定です。

2. 当社は、候補者 石橋三千男氏との間で会社法第423条第１項に定める損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の
限度額は会社法第425条第１項に定める額としております。また、石橋三
千男氏の取締役選任をご承認いただきました場合は、当社が当該責任限定
契約を継続する予定であります。
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3. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

候補者 石橋三千男氏は、税理士、公認会計士の資格を有しており、
また企業経営者でもあります。その専門的な知識・経験等をもとに、当
社取締役会において、内部統制機能、監督機能の強化、経営全般に対す
る助言や提言をいただいております。

上記の理由から、今後も社外取締役として助言・提言いただくことに
より、取締役会のさらなる活性化、透明性の向上及び監督機能の強化に
適切な役割を果たしていただけるものと判断し、引続き社外取締役候補
者として選任をお願いするものであります。

(2) 当社社外取締役に就任してからの年数
石橋三千男氏の当社社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をも

って10年となります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が

負担することになる法律上の損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約で補
填することとしております。各候補者の取締役選任をご承認いただきまし
た場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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（ご参考）

第３号議案を原案どおりご承認いただいた場合の当社取締役及び監査役のスキルマ

トリックスは以下のとおりです。

氏名
企業

経営
グローバル

製造

研究開発

営業

マーケティング

財務

会計

法務

コンプライアンス

IT／DX

情報・通信
人事

代表取締役

中本祐昌
● ● ● ● ● ● ●

常務取締役

奥田清人
● ●

取締役

久保好永
●

取締役

向原政昭
● ● ● ●

取締役

野口貴博
●

取締役

伊永成伸
●

取締役

西 謙一
●

取締役

迫田浩治
●

取締役

村澤貴史
● ●

取締役

秦 清
●

取締役

石橋三千男
● ●

常勤監査役

江草善行
● ●

監査役

早田三樹夫
● ●

監査役

三輪洋二
● ●

監査役

森川和彦
●
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査

役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

当社との
特 別 の
利害関係

大 松
おお まつ

洋 二
よう じ

1963年５月29日生

1993年４月 弁護士登録（現在に至る）

0株 な し

同 白島綜合法律事務所入所（現在に至る）

2002年１月 広島青年会議所理事

2002年７月 白島綜合法律事務所副所長（現在に至る）

2004年４月 広島弁護士会副会長

2005年５月 広島弁護士協同組合理事

2018年５月 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長

2019年４月 広島弁護士会司法修習委員会委員長

(注) 1. 候補者 大松洋二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 候補者 大松洋二氏は、社外監査役である三輪洋二氏及び森川和彦氏の補

欠の社外監査役であります。
3. 当社は、同氏が監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し届け出を行う予定であります。
4. 当社は、同氏が監査役に就任した場合、当社定款第44条第２項により、責

任限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結する予定でありま
す。

5. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
(1) 社外監査役候補者とした理由

大松洋二氏は、弁護士資格を有しており、その専門的な知識・経験等
を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選
任をお願いするものであります。

(2) 経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を
適切に遂行することができるものと判断した理由
大松洋二氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護

士として企業法務に携わられた経験より豊富な知識を有しておられるこ
とから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し
ております。

6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
負担することになる法律上の損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約で補
填することとしております。大松洋二氏が社外監査役に就任した場合は、
同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第５号議案 当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権

を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により当社取

締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員に対して、ストックオプションとし

て新株予約権を発行することにつき、ご承認をお願いいたしたいと存じます。

また、当社取締役に対する新株予約権の発行につきましては、会社法第361条第

１項第１号及び第４号、並びに同条第４項に基づくご承認も兼ねております。な

お、本議案の対象となる取締役の員数は、本株主総会第３号議案を原案どおりご

承認いただきますと社外取締役２名を除いた９名となります。

当社の取締役の報酬額は、2006年６月29日開催の第54回定時株主総会において、

支給限度額を年額３億円（但し、使用人兼務取締役に対する使用人分給与を含み

ません。）とすることをご承認いただいておりますが、これとは別枠で、ストック

オプションとして割当てる新株予約権に関する報酬等の額を同定時株主総会にお

いて年額５億円以内とする旨のご承認をいただいており、今般、この別枠の範囲

内で新株予約権を取締役の報酬等として付与するものであります。

１．金銭の払込みを要しないで募集を行うことを必要とする理由及び新株予約

権を取締役の報酬等として付与することを相当とする理由

当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、

長期的な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び執行役員に対し

て以下に記載される新株予約権（以下「本新株予約権」という。）を発行す

る。また、当社は2021年３月２日開催の取締役会において、本招集ご通知

16頁記載のとおり「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を定

めている（2022年３月２日開催の取締役会において一部改訂を決議）。本議

案の内容は当該方針に沿うものであり、本議案が承認された場合でも、当

該方針を変更することは予定していない。

２．新株予約権割当ての対象者

当社の取締役及び執行役員に本新株予約権を割当てるものとする。

３．株主総会決議の委任に基づき募集事項の決定をすることができる募集新株

予約権の数の上限

500個

４．募集新株予約権の払込金額

無償（本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。）
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５．株主総会決議の委任に基づき募集事項の決定をすることができる募集新株

予約権の内容

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個当たりの新株予約権の目的である株式の種類及び数

（以下「目的株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、当社は次の算

式により目的株式数を調整する。

調 整 後
目的株式数

＝
調 整 前
目的株式数

×
株 式 分 割 又 は
株式併合の割合

かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、

株式併合の場合は、会社法第180条第２項第２号の日以降、適用されるも

のとする。

当社による合併、会社分割、株式の無償割当て等目的株式数の調整を

必要とする場合には、当社取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割

当ての条件等を勘案のうえ、目的株式数につき合理的な調整を行うこと

ができる。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 本新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭に限る。）の価額

は、当該時点における目的株式数１株当たりの払込価額（以下「行使価

額」という。）に目的株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予

約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を

除く。）における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。

ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引の

終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該

終値とする。

② 本新株予約権の発行後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、

当社は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数を切り上げる。

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

株式分割又は株式併合の割合

また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行

又は自己株式を処分する場合（新株予約権行使の場合を除く。）には、次

の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数を切

り上げる。
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調整後
行 使
価 額

＝

調整前
行 使
価 額

×

既発行
株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から

当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場

合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替える。

さらに本新株予約権の発行後に、当社が資本の減少、合併又は会社分

割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

た場合には、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲で行使価額を調整する。

(3) 本新株予約権を行使することができる期間

2028年７月25日から2035年６月30日までとする。

(4) 本新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）

は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、そ

の他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、

この限りではない。

② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人１名に限り、本新株予約権

を相続し行使することができる。

③ 本新株予約権の質入れは認めない。

④ 各本新株予約権の一部行使はできない。

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加す

る資本金の額を減じた額とする。
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(6) 本新株予約権の取得

① 当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換

契約若しくは株式移転計画が当社株主総会又は取締役会で承認された場

合には、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、本新

株予約権全てを無償で取得することができる。

② 本新株予約権が行使される前に、上記(4)に定める本新株予約権の行使

条件を充足しないことが確定した場合には、当社は、当社取締役会にお

いて別途決定する日において、当該本新株予約権を無償で取得すること

ができる。

(7) 本新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要

する。

(8) 新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(9) 合併等における新株予約権の交付

① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を行う場合におい

て、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権（以下「残存

新株予約権」という。）の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続す

る株式会社若しくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会

社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全

親会社（以下、総称して「存続会社等」という。）の新株予約権を次号の

条件に従い交付することができる。この場合においては、残存新株予約

権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとする。た

だし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約若しくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画（以下「合併契約等」という。）において定め

た場合に限るものとする。

② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。

(a) 交付される存続会社等の新株予約権（以下「承継新株予約権」とい

う。）の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同

一の数の承継新株予約権を交付する。

(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数

交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数

（以下「承継目的株式数」という。）は、次の算式により算出される。
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承 継
目 的
株式数

＝
合併等の効力発生
直前における
目 的 株 式 数

×
合併契約等に定める当社株式１株
に対する存続会社等の株式の割当て
の比率（以下「割当比率」という。）

ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存

続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整する。

調整後承継
目的株式数

＝
調整前承継
目的株式数

×
株 式 分 割 又 は
株式併合の割合

かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日

以降、株式併合の場合は、会社法第180条第２項第２号の日以降、適

用されるものとする。

存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的

株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合

併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的

株式数につき合理的な調整を行うことができる。

(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

承継新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭に限る。）の

価額は、当該時点における承継目的株式数１株当たりの払込価額

（以下「承継行使価額」という。）に承継目的株式数を乗じた金額と

し、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる１

円未満の端数は切り上げる。

承 継
行 使 価 額

＝ 行 使 価 額 ×
１

割当比率

ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株

式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額

を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げる。

調整後承継
行 使 価 額

＝
調整前承継
行 使 価 額

×
１

株式分割又は株式併合の割合

(d) 承継新株予約権を行使することができる期間

上記５．(3)に定める本新株予約権を行使することができる期間の

開始日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５．

(3)に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。
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(e) 承継新株予約権の行使の条件

a. 承継新株予約権の質入れは認めない。

b. 各承継新株予約権の一部行使はできない。

c. その他承継新株予約権の行使の条件は、合併契約等に定めると

ころによる。

(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金及び資本準備金に関する事項

a. 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加

する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の額（１円未満の端数

は切り上げる。）とする。

b. 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加

する資本準備金の額は、a.に定める資本金等増加限度額から、

a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(g) 承継新株予約権の取得条項

a. 存続会社等が消滅会社となる合併契約又は存続会社等が完全子

会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が存続会社等の

株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、

存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継

新株予約権全てを無償で取得することができる。

b. 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株

予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続

会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日にお

いて、承継新株予約権を無償で取得することができる。

(h) 承継新株予約権の譲渡制限

譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締

役会の承認を要する。

(10) 細目事項

新株予約権に関する細目事項は、今後開催される本新株予約権発行に

関する当社取締役会決議により決定する。
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第６号議案 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（第九回買収防衛策）

の導入及び第九回買収防衛策の対抗措置としての新株予約権の無償割

当ての決定権限を取締役会に委任する件

当社は、当社定款第18条の定めに基づき、当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として、第九回買収防衛策を

導入すること、及び当社定款第12条の定めに基づき、同買収防衛策の対抗措置と

しての新株予約権の無償割当ての決定権限を取締役会に委任することにつき、ご

承認をお願いしたいと存じます。

議案の詳細につきましては、「株主総会参考書類」別冊に記載のとおりでありま

す。

第７号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって、任期満了により退任されます取締役 川戸宏之、

松本真明の２氏、辞任により退任されます坪井寿之氏に対し、その在任中の功労

に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を

贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任

願いたいと存じます。

本議案は、本招集ご通知16頁に記載の当社取締役会が決定した「取締役の個人

別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿うものであり、その内容は相当でありま

す。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

川
か わ ど

戸 宏 之
ひ ろ ゆ き 2012年６月 当社取締役

2020年６月 当社常務取締役（現在に至る）

松
ま つ も と

本 真 明
ま さ あ き

2020年６月 当社取締役（現在に至る）

坪
つ ぼ い

井 寿 之
ひ さ ゆ き

2023年６月 当社取締役（現在に至る）

以 上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内略図

広電廿日市市役所前（平良）駅 より 徒 歩 約20分

ＪＲ宮内串戸駅・ＪＲ廿日市駅 より 徒 歩 約30分

タクシー 約10分

【車でお越しの株主様へ】

広島市内方面から西広島バイパスを利用してお越しの場合は、佐方パーキングエリア（旧
佐方サービスエリア）を通過した付近で「宮島方面」と「加計･吉和･廿日市市街方面」に分
岐しておりますので、「加計･吉和･廿日市市街方面」へお進みくださいますようお願いいた
します。
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